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講

読

戦
時
戦

後

に
於

け

る
獅

逸

税
制

の
憂

革

た
論
↑
・(
一
)

第

+

二
巻

(第

二
號

二

)

一
九
四

参

著

し
得

な
か

っ
た

の
に

・
残
念

℃

め

ゐ
が
、
今
尚

之

奄
手

ド
す

る
・
ミ

が
山

衆

な

か

っ
た
矯

め
で

め

る
、
而

し
て
最
近

ド
到

聡

し
た

分
即

ち

曽
'
}
.
σq
'
H
=d
〔「

の
中

に
に

く
曽
昌

昌
自

己
o
「σq
耳
.
...
む
δ

力
虫
∩
冨

異
2

0
嶺
Φ
い艮
N
〆、o
口

む
H旦

.
uり
■
Hωひ
.面
旨

な

る

論
文

丼

に

一

・

九

死

単
帯
國
婁

の
正
文

が
撃

ら
れ
て
る
る
・
余
が
戦
後

檎

の
攣
革

に
聞

し
て
述

ぷ
ろ
所
は
書

し
て
之

に
佼

つ
た
も
の
で
あ
な
。

余

は
本

誌
前
號
F

「
凋
逸
の
税
制
獲
達

観
論
ず
」
ε
い
ふ
論
文
舶
載

ぜ
、
凋
逸
の
種
制

が
帝
国

の
成
立
以
東
大
職

の
前
に
至
る
迄

F
如
何
に
輩
達
し

て
来
た
か

な
論
じ
た
。
本
篇
ば
、
そ
の
絃
編
ε
も
見

る
べ
き
も
の
で
、
獅
逸

に
於
て
戦
時
戦
後
の
税
制
が
如
何
に
攣
じ
て
来
た
か
な
研
究
し
て
見

や
う

ご
思

ふ
。

本
篇

の
主
な
る
目
的
に
、
凋
逸
団
員
が
目
下
如
何
な
ろ
重
税
海
員
ぴ
つ
」
あ
る
か
・
其
重
税
は
濁
逸
の
将
来
に
如
何
な
ろ
影
響
た
及
ぼ
す
べ
春
か
な

明

に
し

?

⊇

す
る
に
在
る
。
併

し
之
が
爲
め

に
は
戦
時
中
に
起

つ
た
税
制

の
攣
草
隠
も
述

べ
れ
ば
な
ら

喫

蓋
し
税
制
の
大
饗
革
煎
寧

ろ
戦
後
に
於

て
出
来
上

っ
た
の
で
あ
る
け
れ
.ε
も
・
其
戦
.時
中
に
鍵
革

ぜ
ら
れ
た
ろ
も
の
に
至

っ
て
ば
戦
後

に
於

て
之
F
手
な
着
け
な
か
っ
た
も
の
も
少
く
な

い
か

ら
で
あ
る
。
足
れ
余
が
藪
に
「戦
時
戦
後

の
税
制
攣
草
々
論
ず
」
ε
題
し
た
る
所
以
で
あ

る
。

大
憲
扁
Pμ
第

　
に
戦
時
酷戦
後

の
税
制
な
攣
草
す

ろ
に
至
っ
た
動
端慨
由
来
を
述
べ
、
次
に
戦
時
職
後

F
起
さ
れ
一若
く
一μ
改

正
ぜ
ら
れ
た

る
甜
一税
の
概
要
な

観
き
、
そ
が
税
制
の
上
に
如
何
な
る
痩
化
々
来

し
た
か
た
明

に
し

、
最
後
に
其
租
税
負
櫓

の
程
度
海
謄
昧
し
饗
草

冠
ら
れ
た
る
税
制
.の
全
艦
に
勒
し

て

批
評
な
加

へ
濁
逸
の
將
來
々
ト
し
た

い
ε
思
ふ
o

第

一
項

第

一

職
一時

戦
後
に
於

け

る
糟
{税
の
由
來

戦
時

に
於
け

る
増
税

の
由

來

,

一
、
猫
逸
帝
国
は
大
戦
に
際
し
、
其
戦
費
は
之
を
公
債

に
仰
ぐ
の
方
針
を
探

っ
た
が
、
其
戦
費
が
人
な
る
だ
け
そ

コ

　

　

　

れ
だ
け
、
公
債
の
額
も
多
く
な

っ
て
行

つ
泥
.、
合
共
年

々
起
さ
れ
π
戦
時
公
債
を

見

る
に
實

に
左

の
加
護
で
あ



●

¶

F

,

・

・ る

(一)。

(単
位
百
萬
麻
)

確
定
公
債

年

次

公

債
額

第

一
次

】空
四

四
、聖
δ

粥
四

次

一空

穴

ミ

七
三

第
.七
六

充
一
七

=
、…三
六

計

(
(
、弐
(

⇒

流

動

公
璽

残
額

)

(

年

月

日

流
動

公

債
領

茎

四
、
地
、き

=
、六
暫三

同

四
、量

・

モ
八
≦

一湘
=
黛

耳
、
}「罵

δ
、一「三(

同

一ロ
、一「三

七
、会
六

岡

き

三

薯

、=
〇四

同

四
、量

胃=
、
三
七

同

=

、　δ

邑

、O
至
ハ

第

二
.次

、第

五
突

第

八
次

年
次

一カ
一
流

表

六

一垂

(

年

月

日

流

動

公
債

額

同

一
〇
、
蓋

八
九
七

回

九
、
、三

力
、六
空

回

四
、
量

四
、四
三
ゼ

死

石
、
…
一
「三
皇

.

元
、八
憂

同

δ
、】三
.

三

、大覚

同

地
、重

罪

、四
茜

岡

三

、三

悪

、0
杏

此

の
如

く
公
債

は
年

々
に
累
積

し

て
來
た

が
、

年

に
は
、
十

二
億
六

千
醗

萬
圓

ご
な

り
、

は
、
三
十
四
億

七
千
五
百
萬
耽

ε
な

り
、

利
子

は
戦
費

こ

い
ふ
臨
時
費

の
産

物

で
は
あ

る
が
、

論

設

一
九

一
⊥
ハ
ム牛

に

は

、

一
九

一
八

、年

に

は

戦
時
戦
後
に
於
け
る
濁
逸
稚
制

の
璽
革
な
論
ヂ
(
】
)

公

債
額

九
δ
六〇

一
『
穴
冠
ユ

蓋

δ

三
7

第 第 第
九 六 三
次 次 …矢

年

月

日

一空
五
、
呂
、冨=

同

δ
、
量

同

力
ご
三

同

四
、一箪

拓
一(
、
昌
、岡三

同

一口
君

年
女

一九
一旺

一九
冨

一空

(

流
動

侭

倍
額

七
、言
力

呂
、四
三

三

吉
六六

;
　、ヘ
一=

豪

£
三

四
五
、
「天
王

公

債
額

三

、
一9

;
「
ご
三

一〇
、圏
豊

.

　

　

之

に
.…封
ず

る
利
子

も
年
を
逐

ふ
て
非
常

に
高
ま
り
、

一
九

一
五

二
十
五
億
三

千
鯨
萬
鷹

ε
な
り

、

一
九

一
七
年

に

、
五
十
八
億
八

百
萬
麻

の
多

き
に
達

し
た
。
是
等

の

將
來

に
亘

b
て
年

々
支

携

は
ね
ば
な
ら

訟
費
目

こ
な

る

か
ら

第
十
二
巻

(第
二
號

三
)

一九
五
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宙

論

説

戦
時
戦
後
に
於
け
ろ
捌
逸
税
制
の
攣
草
笛
論
す
〔
こ

第
+
二
巻

(第
二
號

四
)

一
九
六

性
質

よ
輕
常
費

を
形
く
る
も

の
で
あ

る
.
そ

こ
で
此

公
債
費

を
経
常
豫

算

に
加
ふ

る
己
、
其
経
常

豫
算

は
異
常

な

る
不
足
を
告
ぐ
る
倦

な

っ
た
。
肇

、
是
等
の
歪

を
更
に
公
債
に
依
て
支
辨
す
る
喜

ば
、
蓉

公
債
が
累

増
し
て
己
ま
n
の
み
な
ら
す
、
職
責
ε
戦
時
公
債

の
利
子
ε
併
せ
て
之
を
後
世
の
負
撚

に
譲
り
、
現
代
は
目
前

の

職
事

に
謝
し
て
興
り
知
ら
ざ
る
こ
ε
、
な
り
、
正
義
に
適
は
漁
。
加
之
、
公
債

の
利
子
は
前
述
ぶ
る
如
く
性
質
上
.

経
轟

を
形
-
る
も
の
で
あ
る
、
然
る
に
之
を
臨
時
牧
入
砦

公
債

に
て
聾

す
る
は
、
財
政
調
整

の
基
準
を
破

る
二
ε

、
な

る
の
で
あ

る
、
是

が
故

に
暇
時
公
債

の

利
子

は
少
く

ご
も
経
常

収
入
殊

に
租

税

に
依
て
支

耕

せ
ね
ば

　

　

　

　

　

　

む

　

む

　

む

む

む

ロ

な
ら

兎
。
大

藏
大
臣

、

ヘ
ル
フ
ェ
リ

ヒ
,
戸口
免
ず

ド
ε

藪

薫
見

る
所

あ
り

、
夙

に
戦
時
公
債

の
利
子
を
支
拙

ふ
矯
め

り

　

　

な

　

む

む

　

む

　

　

つ

　

　

つ

む

む

む

む

　

む

　

　

　

む

　

む

に
は
増

税

に
依
ら

ね
ば
な
ら

濾

ご
唱

へ
、
遂

に
之
を

…貫
行
す

る

に
至

っ
た
。
.

=
、

ヘ
ル
フ
ェ
リ

ッ
ヒ
が

戦
時
租
税
政

策
を

定

め
て

よ
b
年

々
歳

々
嘗
視

を
高

め
新

税
を
起
す

こ

ε

＼
な

っ
た
、

今

、
年

を
逐

て
経
常
豫
算
不
足

ξ
之

に
随
伴

せ
る
租

税
法

の
改
革

を
述

ぶ
れ
ば
左

の
如

く
で
あ
る
。

　

コ

　

ロ

　

戦
時
租
税
政
策
は

一
九

一
五
年
の
終

に
至
て
初
ま

っ
た
、
飾
ち
十
二
月
二
+
四
日
の
法
律
に
依
て
席
國
銀
行
職

聴
視
な
る
も
の
が
起
さ
れ
、
同
時
に

一
般
戦
時
利
得
税
の
準
備
ε
し
て
戦
時
利
得
留
保
法
が
設
け
ら
れ
た
。

」
が
。二
八
翠
に
至
て
経
常
豫
算
不
足
は
四
億
入
千
萬
蹴
式
な

っ
た
、
そ
こ
で
政
府

は
此
不
足
を
補
は
ん
亡
し
て

.

先
グ
煙
草
税
(六
月
十
二
日
の
法
律
)荷
物
證
券
印
紙
税
(⊥
ハ
月
十
七
日
の
法
律
)
を
引
上
げ
、
更
に
郵
便
電
信
非
常

視
(六
月
二
十

一
日
の
法
健

}商
μ叩
取
引

印
紙
挽
〔六
月
二
十
六
日
の
法
律
)
、
戦
時
利
得
税

(⊥
八
月
二
十

一
日
の
法



律
#

に
十
二
月
二
十
六
日
の
法
律
に
依

る
修
正
)
を
起
し
た
6
中
に
就
き
戦
時
利
得
税
は
戦
時
公
債

の
償
却
に
充

て
る
こ

ミ

し
、
前

年

の
豫

算

に
於
て
不
足

が
あ

る
場
合

に
は
先

づ
之
を
支
辨
す

る

・、
ミ

し
た
。
而

し
て
是
等

の
増
税
新
税
に
依
る
敗
入
は
六
億
五
千
窩
購

ご
計
上
ぜ
ら
れ
セ
、
所
が
蟹
隈
の
決
算
に
於
て
は
十

一
億
四
百
五
十

萬
眈

の
不
足
を
生
す

な
.に
至

つ
だ
。
是
れ

一
に
は
醤

税
新
税
が
豫
期
の
如
く
入
b
來
ら
ざ
り
し
に
も
因
る
、
戦
時

利
得
税
は
寧
ろ
次
の
年
に
至
て
大

に
這
入

っ
て
来
た
の
で
あ
る
。

」
空

控
年
に
経

常
難

歪

は
+
二
億
五
千
萬
歴

達
し
π
。
そ
・
で
、
羅

視
法
の
改
革
を
策
し
、
再

び
帝
国
銀
行
戦
時
挽
三

月
二
+
七
日
の
法
律
)
を
徴
牧
し
、
帝
国
印
紙
税
(三
月
三
+
日
の
法
律
)を
改
正
し
、
族

客
運
邊
視
貨
物
蓮
逋
税
(
四
月
八
日
の
法
律
)
石
炭
税
(四
月
入

日
の
法
律
)を
起
し
.
戦
時
利
得
税
に
附
加
挽

(四

月
九
日
の
法
律

一
を
課
し
、
商
品
取
引
印
紙
税
を
改
正
(五
月
↓二
十
日
の
法
種
)す
る
こ
ε
、
な
っ
た
。
是
等
の
増

税
新
税
よ
り
得

べ
き
増
牧
は
八
億
五
千
萬
鷹
巴
豫
算
ぜ
ら

れ
た
、
從
て
此
年
度

の
實
際
の
豫
算
不
足
は
四
億
晩
こ

な

つ
薩

で
か
る
が
・
決
算

に
於
て
は
八
億
九
千
百
萬
耽

の
不
足
を
筆

・
量

つ
π
。
併
し
乍
ら
戦
時
利
得
税

が
前
年
分
よ
b
比
年

の
附
加
税
を
加
算
じ
て
総
計
五
十
四
億
三
千
九
百
三
十
萬
麟
も
這
入
っ
て
來
た
か
ら
、
.一
九

一
六
年
度
の
不
足

ε

一
九

一
七
年
度
の
不
足
を
併

せ
十
九
億
九
千
五
百
六
十
萬
鷹
を
補
填
し
、
更

に
二
十

一
億
七

千
八
百
萬
鷹
の
戦
時
公
債
を
償
却
し
た
。

」
宝

鐸

ほ

・
讐

難

歪

は
」
.天

讐

千
吾

蔑

の
多
き
・
達
し
π
。
芒

於
て
琵

撃

論

説

戦
時
戦
後

に
於
け
る
獅
逸
冊
W制
の
鍵
革
か
論
ず

(
一
)

第
十
二
巻

〔第
二
號

五
〉

一
九
七



,

論

説

戦
時
職
後
に
於
げ
ゐ
濁
逸
税
制
の
攣
革
な
論
ず
〔
こ

第
十
二
巻

(第
二
號

六
)

一
九
八

.

書

せ
ね
ば
な
ら

諏
こ
芭
に
な
b
、
七
月
二
十
六
日
の
法
律
に
依
り
、
火
酒
税
を
專
費
課
税
法
に
改

め
、婆
酒
税
(婆

酒
輸
入
挽
#
に
南
濁
の
夢
酒
が
共
同
課
税
歴
域
に
入
る
に
.際
し
課
税
を
均
衡
を

計
る

矯
め
に

税
す

る

法
律
も
共

に
)
を
改
正
し
、
葡
萄
酒
視
、
.清
涼
飲
料
視
、
取
引
税
を
新
設
し
、
茶
珈
腓
葡
萄
酒
三
鞭
酒
の
輸

入
税
を
高
め
、

一
九

一
七
年
の
戦
時
利
得
ζ
謝
し
戦
時
利
得
税
を
課

し
、
,帝
国
印
紙
税
、
手
形
印
紙
税
、
郵
便
電
信
非
常
視
を
壇

徴
し
た
。
是
等
の
増
税
に
依
る
牧
人
は
實

に
二
十
五
億
八
千
百
萬
肱
の
互
額

に
上
る
、
そ
れ
で
も
荷
實
際
の
不
足

は
七
億
五
千
萬
蹴
を
生
す

る
の
で
あ
る
、
そ
は

一
九

二

八
年

に
起
さ
れ
だ
職
時
利
得
税
の
牧
人
の
醗
り
を
以
て
辮

O

す

る

こ

ご

に

し

た

の

で

あ

る

。

職
聴
に
於
け
る
増
豊

年
を
泓
て
寡

勢
を
高
め
、

一
九

一
八
年
に
於
て
其
頂
黙

に
達
し
誉

も
謂

ふ
,
ぎ

が

出
来
る
。
何
分

一
翠

に
し
て
一
.十
五
億
鹸
萬
晦
を
増
徴
す
る
の
で
あ
る
か
ら
.
其
櫓
視
者
た
る
も
の
、
苦
痛
は

一

方
で
な
い
、
斯
う
な

る
ご
資
本
家
は
、
共
財
産
を
園
外
に
移
す
や
う
に
な

っ
て
凍
る
、
之
を
防
ぎ
止
め
ね
ば
増
税

の
目
的
を
達
す
る
こ
ε
が
出
來
諏
、
そ

こ
で
政
府
は

↓
九

一
八
年
に
至
て
脱
税
防
止
法
を
定
め
、
更

に
財
務
行
政

法
を
規
定
し
、
帝
國
固
有

の
税
務
監
督
局
、
財
務
裁
別
所
を
設
く
む
こ
ご
に
な

っ
た
。

之
狛
要
す

る
に
濁
逸

は
戦
時
に
入
り
て
、
蕾
椀
ε
し
て
は
、
關
税
、
煙
草
挽
、
火
酒
視
、
婆
酒
税
、
帝
国
印
紙

税
、
手
形
印
紙
税
を
増
徴
し
、
新
税
ざ
し
て
は
、
葡
萄
酒
視
、
清
涼
飲
料
視
、
石
炭
視
、
商
品
取
引
印
紙
税
、
取

引
税
、
郷
便
電
信
料
非
常
税
、
旅
客
運
送
視
、
貨
物
蓮
…透
視
.
帝
国
銀
行
戦
時
視
、
戦
時
利
得
税
を
起

し
た
の
で



あ
る
。
此
中

に
就
て
火
酒
視
は
火
酒
專
費
ε
な
り
、
姿
酒
税
は
製
品
視
に
移

っ
て
行
き
、
新
に
葡
萄
酒
税
、
滞
涼

飲
料
視
が
加

っ
て
來
た
か
ら
、
所
謂
飲
料
税
は
戦
時
中
に
面
目
を
新
し
く
し
、
從
來
の
缺
陥
を

一
掃
し
た
る
威
が

あ
る
。
之
に
加
ふ
る
に
石
炭
税
が
あ
り
、
取
引
税
中
に
奢
侈
椀
が
あ

っ
て
、
消
費
税
器
系
は
漸
く
完
成

の
域

に
達

の

せ
ん
ε
す
る
様

に
な

っ
た
。
只
煙
草
視

に
於
て
從
來
の
幼
稚
な

る
課
挽
形
式
を
街
存
し
た
も
の
が
あ

っ
た
の
み
で

あ
る
。
次
ぎ
に
郵
便
電
信
料
非
常
枇
や
、

商
品
取
引
印
紙
税
や
、

取
引
税
や
、

帝
國
印
紙
税
や
、

手
形
印
紙
税

や
、
旅
客
蓬
蓬
視
、
貨
物
運
送
挽
等
は
共
に
流
通
税
を
な
す
も
の
で
あ
る
が
、
商
品
取
引

印
紙
税
は
初

め
に
帝
国

印
紙
税
の
中

に
編
入
せ
ら
れ
、
後
に
取
引
税

ε
し
て
猫
立
す
る
に
至
っ
た
.
共
布
國
印
紙
視
な
る
も
の
は
戦
時
中

r

に
鯨
程
進
ん
で
來
π
。
而
し
て
共
視
の
中
に
は
値
接
税
系
統
の
も
の
を
も
含
む
こ
ご
は
戦
前
に
異
ら
な
や
。
継
て

戦
時

に
於
て
は
印
紙
税
の
名

の
下
に
直
接
税
が
鞍
達
し
た
ざ
も

い
ふ
こ
ご
が
出
家

る
。

帝
国
銀
行
非
常
挽
ε
戦
時
利
得
税

ε
は
共
に
直
接
挽
を
な
す
も
の
で
あ
る
、
戦
時
中
直
接
税
ε
し
て
の
種
類
は

多
く
出
來
上
ら
な
か
つ
π
が
、
戦
時
利
得
税
は
可
な
り
重

い
も

の
で
あ
る
、
併
し
直
接
税
中
の
革
命
的
裏
革
は
之

を
職
後
の
立
法
に
待
た
ね
ば
な
ら
沁
。

第
二

戦
後
に
於
け
る
増
税
の
由
来　

　

　

　

、
濁
逸
戦
後

の
租
税
改
革

を
明

に
せ
ん

ご
せ
ば
先

づ
其

動
機

把
る
歳

計
不

足
を
詳

に
せ
ね
ば
な
ら

の
。

論

説

戦
時
戦
後
に
於
け
る
獅
逸
税
制
の
憂
革
祉
論
ナ
(
一)

第
十
二
巻

(第
二
號

七
)

一
九
九



O

亀

論

説

戦
時
戦
後
に
於
け
ろ
濁
逸
税
制
の
獲
草
々
論
ず
(
一
)

第
十
二
巻

〔第
一
.
】號

八
)

二
〇
〇

凋
逸
戦
後
財
政
を
困
難

に
陥
ら
し
め
た
る

一
原
因
は
公
債
の
累
積

で
あ
る
、
戦
時
中
に
起

さ
れ
た
公
債
は
既

に

前
に
示
し
て
置

い
な
通
り
、

一
九

一
八
年
十
二
月
三
十

一
旧
迄

に
、
確

定
公
債
八
百
八
十
九
億
入
千
八
百
萬
鷹
、

流
動
公
債
五
百
五
十
億
六
千
萬
耽
ご
な

っ
た
が
、

一
九

一
九
年
七
月
に
は
流
動
公
債
の
額
は
七
百
五
十
九
億
四
百

む

む

ロ

ほ

む

り

じ

　
る

む

む

　

萬
耽
に
達
し
た
。

こ
れ
に
戦
前
に
於
け

る
公
債
四
十
七
億
三
千
萬
鷹
を
加

へ
る
ざ
、
線
計
千
六
百
九
十
六
億
二
千
.

ゆ

む

　

む

む

り

　

二
百
萬
脱
ε
な
る
。

伺
猫
逸
帝
国
は
戦
後
に
於
て
職
孚
の
爲
に
荒
さ
れ
た
る
帝
圏
内
の
地
方
の
恢
復
費
こ
し
て
四
十
五
億
厩
、
濁
逸

の
航
海
業
に
劃
す
る
賠
償
十
五
億
蹴
を
彿
ひ
各
聯
邦
の
取
替

へ
来
れ
る
兵
士
家
族
扶
助
費
五
十
億
麻
を
返
還
し
職

時
給
付
注
に
嵌
て
生
す
.べ
き
経
費
十
五
億
鷹
を
支
携
は
ね
ば
な
ら

諏
。
暴
れ
亦
皆
公
債

に
仰
ぐ
よ
り
外
あ
る
ま

い
。

ほ

　

　

　

む

　

　

　

　

　

む

む

む

む

む

　

　

む

り

　

此
く
し
て

一
九

二
〇
年
三
月
迄

に
は
公
債
の
総
額
は
二
千
亘

二
十
億
廟
ε
な
る
計
算
で
あ
る
。
雫
和
條
約
の
結
果

,

で
外
囲

に
支
鋤

ふ
賠
償
金
其
他
の
脛
費
は
非
常

に
莫
大
こ
な
る
k
き
も
、
其
額
は
未
だ
決
定
廿
な

い
か
ら
暫
く
之

を
措
く
が
、
若
し
是
等
の
経
費
が
決
定
す
る
に
至
る
ご
凋
逸
帝
国

の
公
債
は
更
に
署
し
く
多
(
な
る
で
あ
ら
う
。

も

エ

し

も

ヘ

ヘ

ヤ

も

マ

ヤ

も

も

も

ヘ

へ

も

ち

も

う

も

し

カ

コ

ら

ち

ヘ

ヘ

へ

ち

も

へ

ぬ

ね

へ

い

ヘ

サ

へ

.

公
債

の
絢
額
が
二
千
億
晩
以
上
に
な
る
ε
、
公
債

の
利
子
丈
け
で
も
百
億
厩
以
上

ざ
な
ら
ね
ば
な
ら
の
、
そ
れ

に
戦
士

へ
の
恩
給
や
、
遺
族
扶
助
料
が
加
っ
て
來
る
、
其
額
は

一
九

一
九
年
に
於
て
四
十
三
憶
蹴
に
達
し
て
み
る

む

む

む

む

　
　

り

之
に
加

へ
て
少
一
こ
も
国
防
費
十
五
億
蹴
、
行
政
費
十
七
億
麻
を
計
上
せ
ね
ば
球
ら
盟
、
從
て
経
費
総
額
は
百
石

　

む

む

む

+
五
億
既
に
上
る
澤
で
あ
る
。
こ
れ
に
各
聯
邦
及
び
地
方
團
鵬

の
要
す

る
経
費
六
十
五
億
既
を
加

へ
る
ざ
、
實
に



h

圃

、

9

む

む

む

ロ

　

む

む

む

む

　

む

む

む

二
百
四
十
億
航
ざ
な
る
の
で
あ
る
。
こ
は
.一
九

一
九
年
豫
定
脛
費

で
あ
る
が
、

一
九
二
〇
牛
後
ε
な
る
も
之
よ
b

少
く
な
る
見
込
は
付

か
漁
、
斯
(
し
て
凋
逸

の
戦
後
財
政

に
於
て
経
費
は
二
百
五
十
億
號
以
下
に
落
ち
な

い
ε
見

ね
ば
な
ら
ぬ
。
從
て
凋
逸

は
是
等
纒
費
を
支
辨
す
る
が
爲

め
に
年
々
二
百
五
十
億
薦
を
捻
り
出
さ
ね
ば
な
ら
灘
、

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

二
百
五
十
億
鷹
の
牧
人
を
得
る
に
は
五
朱
の
還
元
牽
を
以
て
す
る
も
、
五
千
億
賦
の
財
産
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
然

を

も

も

や

　

ヤ

も

へ

も

ヘ

へ

も

も

ヤ

も

モ

リ

ヨ

ヨ

カ

マ

モ

カ

セ

も

ヤ

ヘ

ロ

も

ヘ

ヘ

へ

も

や

セ

り

し

セ

た

マ

る
に
戦
前
濁
逸
帝
国
の
国
民
財
産
は
三
千
億
鷹
乃
至
四
千
億
號

に
計
上
せ
ら
れ
て
み
た
、
此
計
算
を
精
確
で
あ
る

も

リ

サ

も

ら

う

う

あ

う

つ

マ

マ

つ

ぬ

へ

る

あ

へ

も

ヘ

ヤ

あ

へ

も

ヵ

り

た

し

し

も

ヘ

ロ

も

へ

め

モ

モ

ヤ

も

も

も

へ

ε
せ
ば
戦
時
中
に
国
民
財
産
が
大
に
殖
え
た
の
で
な
け
れ
ば
、
凋
逸
の
国
民
財
産
は
到
底
此
等
国
家
の
純
費
を
支

カ

ヘ

ヘ

ヘ

ヤ

ハ

ち

ヘ

ヘ

ヤ

も

で

カ

へ

も

擁
す

る

に
足
ら

阻
ざ
断
せ

ね
ば
な
ら

鎗
。

　

　
　

　

り

　

り

り

　

　

む

む

つ

む

む

む
　

む

以
上
は
濁
逸
戦
後
の
至
慌
の
経
費
を
着
て
見
た
の
で
あ
る
が
、

一
九

一
九
年
の
豫
算

に
は
未

だ
百
七
十
五
億
蹴

　

　

の

む

む

む

む

む

む

　

む

の
経
費
を
計
上
し
て
み
な

い
。
そ
れ
は
戦
後
の
公
債
募
集
が
十
分
に
出
来
上
っ
て
居
な
い
の
に
も
因
る
、
其
経
常

豫
鈴
経
費
総
額
は
百
五
十
三
億
飴
鷹

に
な

っ
て
居
る
。
而
し
て
之
に
劃
す
る
牧
入
如
何
こ
い
ふ
に
、
其
総
額
は
六

　

む

　

　

　

む

　

む

ロ

　

十
億
瀬

に
過
ぎ
撮
。
其
中
で
租
税
吸
入
は
四
十

一
億
八
千
触
萬
鷹

で
あ
る
、
そ
こ
で
、
牧
入
の
不
足
額
は
九
十
億

　

つ

{髄

に

達

す

る

鐸

で

る

あ

る

。

實

に

驚

く

べ
き

互

額

で

あ

る

。

、註
.

此
不
足
額

に
就
て
ば

く
碧

山
①
H
切
。
蹟
算

ば
七
十
億
麻
ご
計
算
し
て
み
る
、
経
常
豫
算
の
縄
費
を
百

三
十
億
四
千
萬
麻

ぜ、
し
之
よ
り
巡
常
雌

入
六
十
億
麻
が
差
引
い
て
計
算
し
た
も

㊨
で

あ
る
・
此
百
三
十
億
四
千
萬
麻

ピ
い
ふ
額
に

一
九

一
か
年
の
豫
算
が
初
め
提
出

ぜ
ら
れ
た

う
ご
き
の

　

　

　

　

む

額
で
あ
る
、
其
後
疸
加
豫
算
も
出
で
L
此
経
費
の
額
に
滑
さ
れ

た
の
で
め
る
、
故
に
百
五
十

三
億
麻
ミ
す

ろ
方
が
正
し
い
こ
思
ふ
、
從
て
不
足
額

　
　
む
　

ゆ
む
む
　

の

は
九
十
億
麻

ε
な
ろ
、
是
れ

切
∩
7
話
旨

の
記
す
ろ
所

に
依
て
明
で
め
ろ
。

.

論

凱

戦
時
戦
後

に
於
け

ろ
濁
逸
税
制
の
攣
革
た
論
ず

(
こ

第
十
二
巻

(第

二
號

九
)

二
Q

一

1)Finanzarchiv.37.∫ ・9・1・Bd・S・[36ff・
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「

論

説

戦
時
戦
後
に
於
け
る
濁
握
税
制
り
製
革
な
論
ず
(
一
)

第
十
二
巻

(第
二
號

一
〇
)

二
〇
二

=
、
凋
逸
帝
國

の
財
政

不
足

は

一
九

]
九
年

に
於
て

九
十
億
耽

に
上
て

る
る
、
暴

れ
正
し

く
公
債

の
利
子
額

で
あ

　

　

　

　

む

る
、
若

し
公
債
を
取
消
し
て
仕
舞
は
ゴ
此
利
子
額
は
當
然
省
か
れ
る
の
で
あ

る
、
そ
こ
で
公
債
の
取
消
ご
い
ふ
考

も
起
て
來
る
。
併
し
乍
ら
公
債

の
取
消
は
國
家

の
破
産
に
外
な
ら
諏
、
国
家
が
更
.に
公
債
を
起
す
の
必
要
あ
る
に

拘
ら
す

、
国
家
の
破
産
を
宣
す
る
は
、
自
ら
好

ん
で
窮
地
に
飛
び
入
る
も
の
で
、
愚
策

の
甚
し
き
も
の
で
め
る
。
加

之
、
公
債
が
民
衆
化

せ
ら
れ
て
居
れ
ば
居

る
程
、
其
取
消
は
民
衆
を
し
て
生
活
に
窮

せ
し
む
る
こ
ε

＼
な
る
、
故

.に
飛
曾
賞
…が
政
権
を
掌
握
す

る
も
、
公
債
の
取
消
を
行
ふ
こ
ご
は
容
易
で
な

い
、
是
れ
余
が
夙
に
豫
書

し
て
居

っ

π
所
で
あ
る
が
。
果
せ
る
哉
濁
逸
帝
国

に
於
て
も
公
債

の
取
消
を
敢
て
せ
な
か
っ
た
。
既

に
公
債
の
取
消
を
な
し

得
な
い
ξ
す

れ
ば
、
九
十
億
麟

の
不
足
は
如
何
な
る
困
難
が
あ
っ
て
も
、
之
を
捻
り
出
さ
ね
ば
な
ら
諏
。
而
し
て

其
之
を
能
く
す
る
の
道
は
租
税
よ
り
外
に
な

い
。
凋
逸

の
帝
国
政
府
は
終

に
断
乎
こ
し
て
増
税
の
策
を
探

っ
た
の

で
あ
る
。

●

o

■
.

,

・

.

●

●

・

●

増
税
案

は

一
九

一
九

年
⊥
八
月

十
六

日
常
時

の
大
賊

大
臣

デ

ル
ソ
ブ

ル
ク

(U
。「弓
霞
『q
}に
依
で
提
出

せ
ら

れ
た
。

具

案

は
十
を
敷

へ
た

、
其
中

三
は
臨

時
視

で
、
七

は
恒

久
視

で
あ

る
。
恒

久
挽
は
從
來

の
視

を
高

め
た

る
も

の
こ

新

に
起

し
淀
る
も

の
`

の

二
よ
り
成
b

立

っ
て
る

る
。

是
等

の
増

税

よ
り

強
す

る

牧

人
左

の

如
く

で
あ

る
。

(千
麻
輩
位
〕

.

り

恒

久

税

1)拙 著社倉 問題 ミ財政"戦 後財政の肚 會化"49頁 以下

.



h

、

.

～

一

～

一

提

案

法

律

提

案
.

法

律

土
地

所
有
椛

移

榑
税

七
四
、0
8

雲

、
。8

娯

樂

税

.
　
0
、ロ
0
0

1

相

綾

観

四
三
ロ
δ
0
9

、

七
薯

、0
8

砂

糖

税

ズ
0
、0
0
0

一

煙

草

税

四
吾

、§

四
苦

、
08

鮎

火

用

品

税

】天
、0
0。

吾

、§

.
骨

牌

税

(、吾
〇

三
δ
8

計

一、二号
δ
8

一、丑
茜
、8
0

助

臨

時

税

(
地

帯

硯

蓋
、ロOO

l
.

職

特

科

得

税

一、湿8
δ
8

一、吾
Oδ
8

戦
時
財
産
増
債
醗

i
I
.

此
等
.臨
時

椀
の
牧
人
は
帝
国

公
債

の
償
却

に
之

を
充

賞
す

る
筈

で
あ

る
、
そ

の
償
却

の
爲

め
に
利
子

が
浮

い
て

出

る
が
、
其

額
は
六

億
蹴

で
あ

る
、
故

に
之

を
恒

久

税

の
増
版

に
加

へ
る
ε
、
年

々
の
経
常
費

を
支
.排
す

る
爲

め

に
合

計
十
八
億
五

百
萬
晩

の
牧
人
を
得

る

こ
・し
に
蹄

す

る
。
撚

れ
こ
も

一
九

一
九
年

の
不
足
は
驚

く

べ
き
豆
類

に

達

し
て

み
る
こ
ε

、
て
、
是
等

の
増
牧

に
て
は
到

底

充

分
で
あ

る
諜

に
行

か

諏
。

そ

こ
で

、

一
九

一
九

年
七
月
二

　

　

コ

　

　

り

　
　

　

　

　

り

　

の

　

十
六

日
及

び
同
八
月

入
日
、
時

の
犬
蕨

大
臣

エ
ル
ツ

ペ
ル
ゲ

ル

(
卑
Nび
9
σq
旦

は
第

二
次

の
租

視
葉

を
提
出
す

る

に
至

っ
た
。
具
案

に
依

る
ε
左

の
如

き
牧
人
を
齎
ら

す

こ
ε
が
出
京

る
。

(箪
位
千
麻
　

取

引

税

且、8
0、08

帝
国
緊
急
犠
牲
挽

・
.
三、8
0δ
8

郵
便
料
の
引
上

三毛
、8
0

電
信
料
電
話
料
の
引
上

=
0、0
8

計

六
、酉島ゼ
、000

此
中

帝
国
緊
急
犠
牲
税

の
牧
入
は
之
を
公
債

の
償

却

に
充

つ
る

の
で

め
る
、

.

論

説

戦
時
戦
後
に
於
け
ろ
獅
逸
税
制
の
製
革
為
論
ず
(
一)

第
+
二
巻

(第
二
號

一
一)

二
〇
三



・

.

己

論

凱

戦
時
戦
後
に
於
け
ろ
濁
逸
税
制
の
～製
革
炬
論
ず

(
一
)

第

十
二
巻

(第

二
號

「
二
)

二
Q
四

デ
・
ン
～

グ
案
塁

ル
・
獄

ゲ
棄

嘉

法
律
ε
な
つ
饒

に
国
庫
の
牧
人
繕

計
算

蕪

搾

ゴ
創

む

む

ロ

む

ロ

　

　

　

む

こ
ε

、
な

る
の
で
め

る
。

こ
れ

に

一
九

一
九

年
前

に
成

れ
尉
租

税
法

に
依

て
生

す
る
牧
人
四
十

八
億
踊

を
加

ふ
る

む

む

　

　

　

こ

　

ロ

む

　

　

ご

む

　

　

ご
、
租
税
の
全
敗
入
は
百
三
十
億
蹴
ざ
な
る
、租
税
外
の
牧
人
は
伺
二
十
億
鷹
も
あ
る

ぺ
け
れ
ば
、
猫
逸
帝
国
の
坐

牧
人
は
百
五
十
億
鷹
に
達
す

る
こ
ご
に
な
る
。
之
を
戦
後
年
々
繰
返
す

べ
き
帝
国
の
経
常
費
た
る

べ
き
百
七
十
五

ニ
　

の

　

り

　

　

　

　

　

の

億
蹴

に
比
す
れ
ば
術
二
十
五
億
蹴
の
不
足
ε
な
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
第
三
次
の
租
税
改
革
案

が
出
て
來
た
。
そ

.

れ
は
帝
国
所
得
税
法
案

,
資
本
牧
盆
挽
法
案

會
肚
挽
法
案
、
所
得
税
補
充
税
法
案
、
聯
邦
課
硯
法
案
等
で
士
山
ご

、
・

Ψ

し
て
直
接
税
に
關
す

る
改
革
案

で
あ
る
。

是
等
の
租
税
敗
草
案
は
實
に
革
命
的
の
も
の
で
、
帯
域
の
税
制
は
全
く
政
造
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
、
就
中
資
本

家
の
負
憺

に
躍
す

る
視
は
頗
る
重

い
も
の
ご
な

つ
だ
。
獲

て
資
本
家
が
其
財
産
を
外
囲
に
移
し
、
若
く
は
他

の
方

法
で
睨
視
を
圖
る
の
傾
向
は
戦
時
よ
り
も
更
に
甚
し
仁
な
る
虞
が
あ
る
、
政
府
は
之
を
豫
防
せ
ね
ば
な
ら
楓
ご
回

持
に
税
務
行
政
の
統

一
を
期
す

る
必
要
が
愈

々
切
ε
な

っ
た
、
斯
一
し
て
、

[
九

一
九
年
六
月
十

一
日
に
は
、
脱

税
防
止
法
二

九

H
八
年
七
月
二
十
六
日
の
法
律
)修
正
案

ご
資
本
逃
亡
防
止
法
案
ε
が
提
出
せ
ら
れ
、

一
九

一
九

年
八
月
⊥
八
日
に
は
、
帝
国
財
務
行
政
法
改
正
案
が
提
出
せ
ら
れ
た
。

是
等
の
諸
集
中

デ
ル
ン
ブ
ル
グ
案
ビ

エ
ル
ッ
ペ
ル
ゲ

ル
案
は
、
提
出
後
間
も
な
く
審
議
せ
ら

れ
、
多

く
は
九
月

に
於
て
法
律
ε
な

つ
だ
。
只
取
引
税
ご
帝
國
緊
急
犠
牲
視
ど
は
少
し
退
れ
同
年
十

一
月
に
至
て
初
て
法
律
ε
な

つ

'

●

「

.



た
。
地
帯
税
は
.塵
集

ご
な
り
、
娯
樂
税
は
帝
国
視
ε
し
て
は
不
適
當
で
あ
る
か
ら
地
方
税
`
す

べ
き
も
の
で
あ
る

ε
し
、
聯
邦
税
法
の
中
に
於
て
各
聯
邦
及
地
方
團
骸

の
義
務
視
`
し
て
定
む
る
こ
ε
に
な
っ
た
。
砂
糖
視
に
至
て

は
、
共
運
命
明
な
ら
す
、
<
窪

紆
「
切
。
「『q
耳

も
、

そ
の
論
文
の
脱
稿
迄
、

筒
委
員
會
に
握
ら
れ
て
み
た
こ
述

べ

て
み
る
、
其
他
の
雑
誌
に
も
之
を
徴
す

べ
き
も
の
な
か
っ
た
か
ら
、
暫
く
疑
を
存

し
て
留
保
し
て
置
く
、
之
に
反

し
て
脱
税
防
止
法
案
資
本
逃
亡
防
止
法
案
帝
国
財
務
行
政
法
案
は
急

に
審
議
せ
ら
れ
、
第

一
は
六
月
二
十
四
日
の

法
律
ε
な
り
、
第

二
は
九
月
八
日
の
法
律

ε
な
り
、
第
三
は
九
月
十
四
日
に
法
律
ご
な

っ
た
σ
第
三
次
の
租
税
法

案

は
多
く

一
九
二
〇
年
三
月
下
旬
に
法
律
ε
な
っ
た
。

是
等
諸
挽
注
案

を
通
覧
す
る
に
、
共
中
に
三
種
の
租
税
系
統
が
あ
る
、
消
費
税
、
流
通
税
、
直
接
税
帥
ち
そ
れ

で
あ
る
。
消
費
税
の
系
統

に
屡
す

る
も
の
は
、
煙
草
視
、
勲
火
用
品
挽
、
骨
牌
税
等
で
、
流
通
税
の
系
統
に
届
す

る
も
の
は
、

土
地
所
有
権
移
轄
税
、

取
引
税
で
あ

っ
て
、
.所
謂
直
接
税
に
厩
す

る
も

の
は
相
綾
視
、
戦
時
利
得

税
、
戦
時
財
産
増
便
挽
、
帝
国
緊
急
犠
牲
挽
、
帝
國
所
得
税
、
資
本
牧
盆
撹
、
會
肚
税
、
所
得
税
補
充
税
等
で
あ

ロ

ヘ

へ

ゐ

へ

り

ぬ

ヘ

ヨ

ロ

ら

た

じ

も

も

ヘ

ヨ

　

も

も

も

　

も

も

も

し

レ

あ

ぬ

ね

も

へ

る
。
散
に
戦
後
の
租
税
立
法
は
消
費
税
流
通
税
よ
b
も
寧
ろ
直
接
税

に
全
力
が
注
が
れ
て
み
る
、
消
費
挽
流
通
税

に
至
て
は
戦
時
の
立
法
を
繊
承
し
旁
々
修
正
を
加

へ
た
も
の
こ
謂

っ
て
可
い
。
蓋
し
消
費
税
流
通
税
は
、
戦
時
の
.

租
税
改
革

に
依
て
殆
ご
完
成
の
域
に
達

し
、
僅
に
煙
草
税
等
が
未

だ
幼
稚
な
る
課
税
方
法
π
る
を
免
れ
な
か

っ
た

の
で
あ
る
か
ら
、
戦
後
の
租
税
改
革
は
此
等
の
黙
を
矯
正
し
た
に
過
ざ
な
か

っ
た
。
そ
ート
で
戦
時
の
租
税
改
革
は

論

説

戦
時
戦
後
に
於
け
ろ
濁
逸
税
制
の
愛
車
た
論
↑
〔
こ

第
十
二
巻

(第
二
號

=
二
)

二
〇
五



,

論

説

職
時
戦
後
に
於
σ
ろ
猫
逸
種
制
の
製
革
蝕
論
守
(
こ
.

第
十
二
巻

〔第
二
號

勢
ひ
直
接
視
に
向
て
集
中
せ
ら
れ
諏
ば
な
ら
な
か
つ
セ
の
で
あ
る
。
.

第

二

項

戦

時

職

後

の

税

制

と

各

税

の
概

要

「
四
)

二
〇

占ハ

胞

戦
後

に
於
け

る
租
税

立
法
の
主
力

は
前

に
も
述

べ
し
が
如
エ
、
殆

ご
所

謂
直
接
税

に
集
中

せ
ら

れ
て
居

る
、
併

し
職

後

に
於

て
濁
逸
国

民
が
負

捲
ず

る
租

椀
塗
膿

を
知

ら

ん
ε
せ
ば
戦
前

に
獲
達

し
た
租

税

は
勿
論
戦

時

に
成

立

し
た

る
租
税
を
も
合

せ

て
観
察

せ
ね
ば
な
ら

漁
。

今

戦
後

の
租
税

全
膿

を
系
統

的

に
分
類
し

て
表
示
す

れ
ば
次

の
如
く

に
な

る
。

關
税
・
〔戦
時
戦
後
に
於
て
は
煙
草
、
火
酒
、
奏
沼
、
鵬
隣
、
茶
、
葡
萄
酒
、
三
鞭
酒
、
骨
牌
等
の
關
税
引
上
)

烟

草

税

(戦
時
の
改
革
-
戦
後
の
根
木
的
改
正
)

「
蒲

費

【

税一
内
地
消
費
税

火
酒
税
(戦
時
、
專
賞

に
吹

む
V

　̂

』
妻
酒
税

(戦
時
、
根
本
圭
義

の
鍵
亘
)

菊
醤
酒
税

〔職
時
の
新
設
)

～三
鞭
酒
税

〔戦
時

、
税
率

の
引
上
)

清

涼
飲
料
税

(戦
時

の
新
設

)

・醋
酸
浦
輩
穐

砂

糖

種

盈

税

目
需
。、税
蕪

羅

〔織
綾

奮

轟

)

,



二
、
流

逓

三

、

一

　

一

【
石
炭
税
(戦
時

の
新
設
)

骨
牌
税
(戦
後
の
改
正
)

[・
長

取
引
税
の

一
部

(職
.時
の
新
設
)

手
形
印
紙
醗
(職
時
の
改

正
)

』帝
国
印
紙
税
(戦
時

の
改

正
)

旅
客
貨
物
運
送
税
(聾
時
の
新
設
)

～郵
便
電
信
電
話
料
金
税
(職
時

の
新
設
)
一
郵
便
電
信
料
引
上

(戦
後

の
改
正
)

土
地
所
有
灌
移
幣
租
-

土
地
獲
得
税
(戦
後
の
新
設
)

取
引
税
(戦
時
の
新
設
一
戦
後
の
改
正
)

「蒔
墨

灘

謄

躍

後の立法.

相

続

税
(戦
後
の
根
本
的
改
正
)

帝
国
所
得
税
(戦
後

の
新
設
)

資
本
牧
益
税
(戦
後

の
新
設
)

會

祉

税
〔戦
後

の
新
設
)

門所
得
礎
補
充
税
(戦
後
の
新
設
)

今
戦

時
戦
後

に
成
立

し
畿
達

し
た

る
諸
税

に
就

き
、

其

の
内

容
を
吟
味
し

℃
見

や
う
ピ
思

ふ
。

る
も

の
に
就
て
は
煩

を
厭

は
す

少

し
く
詳

し

ぐ
述

ぶ
る

こ
ご

＼
す

る
。

・

其
現
行
法
で
あ

9

第

一

湾

費

税

の

攣

革

論

説砒

戦
時
戦
後
に
於
け
る
濁
逸
　配
制
の
愛
車
な
論
ず

(
}
)

第
十
二
巻

〔第
二
號

一
五
)

二
〇
七



凋

論

説

職
唾
職
讐

於
け
ろ
鍵

税
制
の
蟹
要

撃

(
こ

第
+
二
巻

〔第
二
號

一六
)

二
〇
八

戦
時
戦
後
に
於
て
清
畳
枕
の
改
正
せ
ら
れ
セ
る
も
の
は
、
煙
草
視
、
火
酒
視
、
変
酒
税
、
黙
火
用
品
視
、
骨
牌

.

璽

あ
る
・
.之
に
關
嚇
し
て
關
税
も
護

正
せ
ら
れ
π
。
之
に
反
し
て
新
し
逸

・
れ
た

・
も
の
は
、
葡
萄
酒
税

清
涼
飲
料
視
、
石
炭
視
等
で
あ
右
、
以
下
項
を
逐
て
順
次

に
是
等
の
椀
の
大
要
を
叙
す

る
こ
ざ
、
す

る
。

一
、
飲

料

税

飲
料
税
は
火
酒
椀
、
.婆
酒
税
、
葡
萄
酒
視
(三
鞭
酒
税
を
含
む
)轄
凍
飲
料
税
を
包
括
し
て
い
ふ
も
の
で
あ
る
、

此
中
で
火
酒
税
、
変
酒
税
は
蕾
來
の
制
度
を
根
本
的
に
改

め
た
も
の
で
め
り
、
葡
萄
酒
税
清
涼
飲
料
税
は
新

に
起

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
是
等
四
種

の
視
を
合
す

毒

は
飲
料
は
皆
視
せ
ら
れ
て
聾
す
所
が
な

い
・、
芭

な
る
。
少

し
く
各
税
に
付
き
概
要
を
述

べ
て
見
や
う
。

D

火

暫

挽

く

の

卿
野
冊
.
(ピ・
　

童

舞

　

「)
.に
就
て
は
戦
前
迄
複
雑
な
る
裸
視
方
法
で
あ

っ
慈

、

先

天

年
七
月
二
+

む

む

む

む

　

　

む

つ

む

　

　

　

　

　

む

む

　

六
日
の
法
律

に
至
て
火
酒
專
費
が
貴
行
せ
ら
る

、
こ
ε

、
な
っ
た
。
曾
て
此
期
萎

が

一
八
八
⊥
ハ
年
に
試
み
、
ジ
ト
ウ

が

一
九
〇
八
年
に
再
び
試
み
て
皆
失
敗
に
了

つ
π
も
の
が
、
.今
や
職
事

の
終
局
に
近

い
て
終
に
成
劫
す

る
に
至

っ

エ

も

も

ヘ

へ

も

モ

も

も

し

ヘ

マ

ろ

ヘ

へ

り

り

た
。
暴
れ
實
に
火
酒
課
税
方
法
の
大
進
歩
で
あ
る
.
其
注
に
依
れ
ば
、
火
酒
の
製
造
は
灰
汁
蒸
鯛
の
外
悉

く
之
を
私

企
業
に
婁
搾

輸
附
麟
是
竿
⑳
型
置
禦
ゴ
ゲ
、一
望
樹
齢
耐
興
f
剛
.
優
帝
附
げ
」
宇
に
で
、一
密
密
段
を
堺
℃
謝
費

か
ボ
⑳
耐
ガ
ゲ
、
但

し
普
通
の
火
酒
よ
り
飲
料
用
の
火
酒
を
精
製
す
お
は
帝
国
之
を
猫
占
す

る
、
尤
も
此
精
製

の



、

凋

占

は

多

量

消

費

せ

ら

る

べ

き

軍

純

火

酒

に

限

る

の

で

あ

る

、

清

純

火

酒

の

製

造

に

至

っ
て

は

叉

之

を

私

企

業

に

任

か

し

、

之

に

封

し

て

一
り

ー

ト

ル
.に

一
旒

の

料

金

(
聞
「
①
叫αq
包
e

を

課

す

る

の

で

あ

る
。

(註
)

火
酒
製
造

に
は
四
の
方
法

が
め
ろ
、
其

一
に
農
業
的
蒸
鰹

で
、
馬
鈴
薯
、
穀

勒
等
`
り
遣
う
も
の
で
あ
る
、
其

二
は
果
實
蒸
留
で
、果
物
、漿

果

、葡
萄

酒
、果
酒
其

他
液
淫
等
ム
リ
遭

う
も
の
で
あ
る
、
其
三
は
灰
汁
溝
爾
で
、
植
物
繊
維
(N
亀

巳
o
器
)
、
カ
ル

シ
ユ
ム
カ
ー

バ
イ
ト
(写

録
F§

丙
曽
三
恥
)
弊

風
7一
遣

う
も
の
で
あ
ろ
、
其
四
ば
工
業
的
蒸
誰
で
其
他

の
火
酒
製
造

矩
包
括
す

る
も

の
で
あ

ろ
、
此
中
第
三
の
製
造

に
從
來
行
に
れ

て
居
な
か
っ
た
か
ら
、
之
な
帝
国
の
手
に
保
留
マ
る
こ
ミ
㌦
な

っ
た

の
で
あ
る
。

火

酒

專

費

に

於

て

最

も

重

要

な

る

こ

ε

は

、
火

酒

製

造

の
監

督

ざ

、
買

上

値

段

#

に

宣

下

値

段

の

決

定

で

あ

る

。

　

　

　

火
酒
製
造

の
監
督

ご
し
て
は
.、
蒸
鰹

権

(単
。
目
語
n
年
)
で
制

限
し
て
居

る
、
蒸
鰹

擢
巴
は
各
蒸

鯛
所
が
.後

楽

の
.

法
律

に
依
て
定

め
ら

れ
た
る
李
均
製

造
高

の
限

度

に
於

て
蒸
鯛
す

る
こ
ε
を

い
ふ
。

其
弔
均
製
造
箭
三

九
〇
七
年
+
月
百

前
に
成
れ
ろ
醜
母
製
造
所
に
あ
り
て
に
こ

九
〇
二
⊥
=
年
よ
り

「九
〇
六
一
七
年
に
於
て
製
造
ぜ
ら
れ

た
る
酒
精

の
平
均
量
よ
り

一
割
々
減
じ
た

る
も
の
で
あ
り

、
其
他

の
蒸
餌
所
に
あ
り

て
ば
、

一
八
九
七
一
八
牟
よ
り

「
九
〇
六
1
.七
年
に
至
る
迄
に

於

て
製
造
し
た
ろ
酒
精

の
平
均
量
で
あ
ろ
、
但
し
後

の
場
合

に
於

て
に
量
大
量
最
少
量
為
製
造
し
た

ゐ
年
々
除

い
て
計
算
す

ろ
、
而
し
て
此
蒸
鰹
髄

に
十
年
毎
に
改
定
す
ろ
こ
と
に
な

っ
て
居

ろ
。

む

む

む

む

火
酒
の
買
上
値
段
は
各
年
度
毎

に
之
を
定
め
る
、
或
は
年
度
の
進
行
中
に
於
て
之
を
攣
す

る
こ
ご
も
あ
る
、
買

ゴ

.

上
値
段

は
先

づ
基
礎
値
段

を
立

て
、
原

料
若

く
は
製
造
手
練

の
異

る
に
從

て
或

は
之

に
附
加

し
、
或

は
之

よ
b
差

引

い
て
之

を
定

む
る

の
で
あ

る
。
.
.

・

基
礎
値
段
に
一
へ
〃
ト
リ
i
ト
ル
の
酒
精
々
造
る
爲
め
に
要
す
ろ
準
均
生
産
費
ご
中
規
模
の
農
業
的
醸
造
所

(
一
年
卒
均
五
百
へ
〃
ト
サ
ー
ト
ル
リ

論

説

織
縞時
戦
後
に
於
け
ろ
濁
逸
税
制
の
墜
革
な
論
ず
(
こ

第
†
二
巻

筍第
二
號

一
七
)

一一Q
九

り



'

論

説

戦
時
戦
後

に
於

11

ろ
…蜘
逸
税
制
の
鍵
草
々
論
ず

〔
】
)

、

鮒
十
二
巻

(
第
二
號

一
八
)

二

　
Q

酒
精
な
.馬
鈴
薯
よ
り
造

ろ
醸
造
所
〕
に
於

て
生
す

べ
き

「
般
瞥
業
上
の
減
便
定
心
辮
ず

ろ
様
に
之
た
定
め
ろ
、
而
し
て
果

物
及
び
穀
物
よ
り

製
造
す

る
も
の
井
に
農
業
飼
小
製
造

者
に
11
、
之
に

[
定
額
奄
附
加

し
、
颪

に
製

造
高

ド
依
て
之
よ
り

[
定
額
な
差
引
く

の
で

あ

ろ
、
其
差
引
く
割
合
は
製

造
高
の
多
ぐ
な
う
に
從
て
多
く
な
る
、
叉
特
別

の
場
合
に
は
特
別
に
醤
業
上
の
減
債

馳
計
算
し
て
之
に
加

へ
ろ
。
此
く
し
て
各
異
れ
ろ
原
料
井
に
異

れ
ろ
手
績

ド
依
て
製
造
ぜ
ら
れ
た
る
火
酒
の
買
上
値
段
ば
定
ま
ろ
の
で
あ

ろ
Q

　

む

む

む

火
酒

の
彿
十
値
段
は
買
上
値
段

の
上
に
脛
笹
萱
、
専
萱
實
行
の
爲
に
起
さ
れ
た
る
公
債

の
元
利
支
彿
の
額
を
償

ふ
て
街

一
ヘ
ク
ト
リ
ー
ト
ル
毎
に
八
百
鷹

の
純
益
を
得
る
の
難
に
於
て
之
を
定

め
る
、
専
賞
局
が
飲
料
用
火
酒
窪

し
て
精
製
す

る
も
の
に
至
て
は
、
更

に
共
精
製
費
瞥
業
費
を
加
算
し
て
其
費
債
を
定
め
み
、
工
業
其
他

の
目
的
に

使
用
す
る
火
酒
は

一
般
の
費
償
よ
り
も
之
を
安
く
す

る
。

凋
逸
帝
国
を
組
織
す
る
各
聯
邦
は
火
酒
撹
を
課
す
る
こ
ε
が
出
來
の
、
其
代
b
帝
国
は
專
費
牧
人
中
よ
り

一
億

九
千
五
百
萬
脱
を
人
口
敷
に
慮
じ
て
各
聯
邦
に
分
興

せ
ね
ば
な
ら
漁
、
但
し
巴
威
爾
ヴ

ユ
ル
ナ
ソ
ペ
ル
グ
、
バ
ー

デ

ソ
は
之
に
關
し
特
別
の
権
利
を
持
て
る
る
。

火
酒

の
專
實
を
實
行
ず
る
に
就
て
便
利
で
あ

っ
だ

の
は
、
濁
逸
に
於
て
は
、
之
に
先
て
浅
間

に

一
種
の
猫
占
が

成
両
立

っ
て
居

つ
々

こ
ε
で
あ
る
、
即
ち
後
家

の
火
酒
税
法
に
依
り
火
酒
の
生
産
が
限
定
せ
ら
れ
て
居

っ
た
所

か

.ら
自
然
に
二
の
團
艦
が
出
家
、
其
間

に
カ
ぞ
7
〃
を
形
く
っ
て
居

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
帝
國
が
火
酒
專
賞
を
行

ふ

に
當
り
て
は
火
酒
結
…製
場
、
火
酒
貯
職
場
、
小
醸
吐
堀
場
等
を
或
は
買
上
げ
或
は
損
害

を
賠
償
せ
ね
ば
な
ら
な
い
も

の
も
少
く
な
か
っ
た
、
そ
こ
で
、
專
資

の
矯
め
に
要
す
る
資
本
金
は

一
億
厩
ε
計
上
せ
ら
れ
セ
.
此
額
は
二
十
年

9



'

の
間

に
償

還
す

る
こ
ご

、
な

っ
て

み
る
。

む

　

つ
　

む

む

火
酒

の
専
費
に
伸
ひ
、
火
酒
輸
入
税
も
亦
高
め
ら
れ
た
、
即
ち
十
五
り
ー
ト

ル
以
上
の
樽
に
依
て
輸
入
せ
ら
れ

リ
キ

ュ
　

だ
ε
き
は
、
百
基
琵
毎

に
、
甘
露
酒
に
は
千
四
百
蹴
、

コ
　
ヤ
ッ
ク
へ
酒
精
分
五
十
八
度
以
下
)
に
は
千
三
百
既
他

の
焼
酎
(酒
精

分
五
十
五
度
以
下
)
に
は
七
百
五
十
購
、
其
他
の
火
酒
液

に
は
千
三
百
脱
を
課
し
、
之
に
反
し
其
他

の
容
器

に
依
て
輸
入
せ
ら

劇
た

る
雌
き
は
、
百
基
琵
毎

に
千
三
百
鷹
を
課
す

る
こ
ざ

＼
な

っ
た
。

ラ

ぢ

2

萎

酒

税

`

姿
酒
税
.
〔国
①
「降
2
ρ
)
も
戦
前
迄
は
原
料
視
に
過
ぎ
な
か
つ
だ
が
、

一
九

一
八
年
七
月
二
十
六
日
の
法
律

に
依

り
、
製
口叩
挽
に
移

っ
て
行

い
た
。
同
年
十
月

一
日
よ
り
實
施
せ
ら
る
、
こ
ε

、
な

っ
た
。

此
新
法
に
依
れ
ば
、
妻
酒
は
其
醸
造
所
に
於
て

↓
會
計
年
度
の
間
に
醸
造

せ
ら
れ
だ
る
量
に
依
て
枕

ぜ
ら

れ
る

む

　

も

の

で

、

其

税

牽

は

左

の

如

氏

で

あ

る

。

(単
位
に

.
ヘ
ク
ト
リ
ー
ト
ル
)

び

　

初

め
の

モ
ロ
8

に
射
し

δ

、8

次

ぎ

の

き

δ
ロ
O

に
封

し

三
、
ロ0

次
ぎ

の

次
ぎ
の

次
ぎ

の

(
δ
O
O

に
射

し

三
δ
8

p
に
黝
し

二
〇
、8

0

に
射

し

6

、吾

=

δ
〇

二

、吾

次

ぎ

の

六
〇
、O
O
O

に
謝

し

そ
れ

以

上
の
額

ド
射

し

三

、琶

二
、琶

此

の
如
く
姿

酒
醸

造

の
量

の
大
小

に
依

て
累
進

税
牽

を
異

に
す

る
の
で
あ

る
が
、.
更

に
委

酒
の
質

に
依

て
此
視

率

を
加
減
す

る
の
で
あ

る
、
即

ち
輩
純

饗
酒

は
五
割

を
減

じ
、
張
婆
酒

に
野

し
て
は
、
五

割
を
増

す
、
又
醸
造

の

論

説

戦
時
戦
後
に
於
げ
る
凋
逸
税
制
の
製
革
な
論
ず
(
一)

第
+
二
巻

(第
二
號

「
九
)
.
H=

∵



論

説

戦
時
職
後
に
於
け
ろ
蜀
逸
税
制
の
饗
草
薙
論
ず
(
こ

第
十
二
巻

(第
二
號

二
〇
)

二
一
二

規
模

の
大
小

に
從

て
も

斟
酌

を
加

へ
、

一
年

の
醸

造
高

千

ヘ
ク
ト
リ
ー
ト

ル
以
下

の
も

の
に
は
、

一
ヘ
ク
ト

リ
ー
.

ト

ル
毎

に
八
厩

の
視
率

を
課
し

、
二
十

ヘ
ク
ト
リ

ー
ト

川
以
下

の
自
家
用
姿
酒

を
醸

造
す

る
も

の
に
は

一
リ

ー
ト

ル
毎

に
三
鷹

の
視
率
を
課
す

る

こ
ε

、
し

て
あ

る
。
醸

造
所

の
勢
働

者
使

用
人

に
與

ふ
る
嬰

酒
#

に
輸

出
萎

酒

は

冤
税
す

る

の
で
あ

る
。

　

　

婆
酒
税
の
圭
禮

は
其
年
度
に
於
て
萎
酒
を
醸
造
し
π
る
巻
若
く
は
醸
造
せ
.し
め
だ
る
者
で
あ

る
、
所
が
、
各
醸

造
者
は
、

一
定
量
を
限
て
醸
造
す

る
も
の
こ
定
め
ら
れ
た
、
即
あ
法
律
の
効
力
を
生
じ
定
日
よ
り
十
年
間
に
謝
し

二

九
二
九
年
四
月

一
日
迄
と

年
間
醸
造
せ
ら
る

べ
き
総
量
を
定
め
、
各
醸
造
所
が

一
九

一
二
年
及
び

一
方

=
二

年
の
暦
年

に
於
て
實
際
上
販
費
し
π
高
に
怨
じ
て
之
を
割
り
當
て
た
の
で
あ
る
、
若
し
各
醸
造
所
が
此
限
定
量
を

起
て
醸
造
し
た
る
ε
き
は
、
其
超
過
醸
造
高
に
劃
し
て
恩
税
率
が
高

め
ら
れ
、
初

め
の
五
年
間

に
あ
り
て
は
三
倍

後
の
五
年
間
に
あ
り
て
は
二
倍
を
徴

せ
ら
れ
喝
の
で
あ
る
、
併
し
此
限
定
量
は

一
の
醸
造
所
よ
り
他
の
醸
造
所

に

譲
る
こ
ε
が
出
家
る
、
是
等
の
規
定
ば
小
中
醸
造
所
の
利
益
を
保
護
す
る
も
の
に
外
な
ら
漁
。

此
視
の
義
務
は
、
萎
酒
を
.醸
造
所
よ
り
他

に
移
す
ご
き
若
く
は
醸
造
所
内
に
て
之
を
飲
む
ざ
き
に
獲
生
す

る
、

前
者

に
於
て
は
所
謂
流
通
課
税
方
法
を
探

る
も
の
で
あ

る
。
光
視
を
述
脱
す

る
も
の
は
、
税
率
に
四
倍
す

る
罰
税

、
を
梛
臥
ね
ば
な
ら

ぬ
。

以
上
は
帝
国
の
姿
酒
溝
費
税
で
あ
る
が
、
地
方
團
膿
も
亦
萎
酒
税
を
課
す

る
こ
ε
が
出
来
る
、
其
税
率
に
は
限

、



界
が

あ
り

て
、

一
ヘ
ク

ト
リ
ー

ト

〃
毎

に
全
萎
酒

は
六

十
五
丈

単
純
変
灌

は
三
十
五
交

を
超

え

て
は
な
ら

薩
α

む

む

　

む

む

嬰
酒
税

の
改
正
に
件

ひ
、
姿
洒
輸
入
税
も
亦
引

上
げ
ら
れ
た
。
即
ち
姿
酒
が
十
五

り
ー
ト

ル
以
上
の
樽
に
て
輸

入
せ
ら
れ
π
ε
き
は
、
十
九
鷹
三
十
五
交
、
其
他
の
場
合

に
は
二
十
五
鷹
を
課
せ
ら

る
＼
こ
ε
に
な
っ
た
の
で
あ
る

助

葡

萄

酒

税

(三
鞭
酒
税
を
包
括
)

葡
萄
酒

に
關
し
て
は
戦
前
に
於
て
僅

に
三
鞭
酒
税
(
一
九
〇
二
年
の
立
法
)
が
あ

っ
た

の
み
で
、
普
通
の
葡
萄
酒

に
は
課
税
せ
ら
れ
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
然
る
に

一
九

一
八
年
七
月
二
十
六
日
の
法
律
は
終
に
帝
國
葡
萄
酒
税
を

起
し
允
。

　

　

　

　

　

　

[
、
帝
國
葡
萄
酒
税

〔園
2
0
訂
薫
oヨ
緯
2
0「
)
・は
帝
國
内

で
消

費
せ
ら

る

、
葡
萄
酒

及
び
葡
萄
酒
類
似

の
飲
料

、
葡
萄

む

　

む

　

酒
を
含
有
す
る
飲
料
に
税
す
る
も
の
で
あ
る
。
共
租
税
主
艦
は
鴇
生
産
者
、
商
人
、
消
費
者
若
く
は
輸
入
者
で
あ

る
。

而
し
て
其
義
務
は
葡
萄
酒
が
潰
費
者
に
向
て
送
り
出
さ
る

、
ε
き
、

若
く
は
倉
庫

よ
り
積
み

出

さ
る

、
ε

き
、
或
は
税
關
塵
域
を
超
え
て
入
る
ざ
き
に
獲
生
す
る
、
即
ち
流
通
裸
視
方
法
に
依
る
も
の
で
あ
る
。

　

　

や

マ

リ

ヤ

ぬ

う

ら

も

視
牽

は
償
格

の
二
割
で
あ
る
、
戦

後

ε
な
る
ε

一
り

ー
ト

ル
ニ
厩
以

下

の
葡
萄

酒

に
謝

し

一
割
五

分
を
課
す

る

こ
ご

、
な

っ
て

み
る
。
外
囲

よ
り
輸

入
す

る
葡
萄
酒

に

は
關

税
を
課
す

る
外

に
爾

此
税

を
課
す

る
、
.而
し

て
其
裸

視
便
格

た
る

べ
き
葡
萄
酒

の
慣
格

は
關

視
運
蓬
費
等
を

加

へ
た

る
も

の
で
あ

る
、
是

が
故

に
外

國
産

の
葡

萄
酒
は

内
地

産

の
も

の
よ
り
も
極

て
重

い
税

を
負
捲
す

る

こ
ε

、
な
る

の
で
あ

る
、
課
税

償
格

は
勘
定
書

に
記
載

せ
ら

れ

-
輪

賊

戦
時
戦
後
ド
於
け
る
濁
逸
脱
制
の
墜
草
々
論
ず
(
こ

第
十
二
巻

〔第
二
號

一=
)

二
=
二
.



論

説

職
時
戦
後
に
於
け
る
獅
逸
税
制
の
攣
革
麺
論
争
(
こ

第
十
二
巻

(第
二
號

二
二
)

一=
四

た
る
償
柊

で
あ

る
、
而

し
て
勘

定
書

の
作
製
.は
法

の
強

制
す

る
所

で
め

る
。

此

税
は
醸

造
者

が
葡
萄
酒

を
瓶
詰

に
な

さ
な

い
で
自

家
用

に
供

し
若
く
は
勢
働
者

に
與

ふ
る
だ
き
、
叉

は
三
鞭

酒

に
造

る
爲

に
用

ふ

る
ε
き
、
若
く

は
旅
行

用
宗

激
用

に
供
す

る
ε
き

は
之

を
冠
す

る
。

　

む

む

む

二
、
三
鞭

酒
税

(ω
聾
雪
昼
くΦ同量
げ2
巽
)
も
亦

葡
萄

酒
税

ε
共

に
大

に
引

き
上
げ
ら

れ
た
、
即

ち
従
来

一
瓶
五
十
文

な
り

し
も

の
が
三
麟

ε
せ
ら
れ
淀

、
年
瓶

に
甥

し
て

は
、
視
を
年
分

ご
し
、
更

に
小
瓶

に
謝

し
て
は
其

四
分

一
.ご

し
た
。
此
挽
も
他

の
葡
萄

酒
税

ご
同

じ
く
外

囲
よ
り
輸

入
す

る

に
三
鞭
酒

に
針

し
之
を
課
す

る
外
.に
關

税

を
も
課

す

る
の
で
め

る
。

幻

清

涼

飲

料

挽

く

清
涼
飲
料

粉

(O
閂。
し。
§

醇

畏

罫

・
・堅

・婁

・≡

・α
5
更

一喜

げ
・
・器

8

Ω
。薮

器

)
は

一
九

一
八
年

七
月

二
十
六
日
の
法
律

に
依
て
新

に
起
さ
れ
た
税
で
あ
る
。

　

　

此
視
の
客
艘
た
る
も
の
は
、
自
然
鑛
水
、
リ

モ
ナ
「
デ
其
他
の
人
工
飲
料
で
あ
る
が
、
そ
が
瓶
に
詰
め
ら
れ
て

内
地

消
費
の
爲
め
に
費
り
出
.さ
れ
た
る
場
合
に
初

て
課
税
の
目
的
物
ざ
な
る
、
從
て
果
物

の
自
然
の
液
汁
若
く
は

只
少
し
く
之
に
味
付
け
た
る
も

の
は
課
税
せ
ら
る

べ
き
で
な
い
コ

む

り

税
率
は
清
涼
飲
料

の
種
類
に
依
て
匠
別
せ
ら
れ
、左

の
如
く

一
ソ
ー
ト
ル
に
甥
す

る
税
額
鷹
で
示
さ
れ
て
あ
る
コ

　

ロ
　

ぽ

て

鑛

水

・

。
、o
ヨ

三
、
濃

厚
な

良

工
リ

モ
ナ
ー

ア

一
、
8

二

、

リ

モ
ナ
ー

デ
其
㎜旭
の

人
工
飲

料

0
、
一
口

一

四

、
濃

厚

な

る
人

工

リ

モ
ナ
ー

デ
製

造
原

料

二
〇
、
8

噺

も



「

第

二
の
人
工
飲
料

に
し
て
、

一
り
1

ト
ル
中

、
酒

精

分
十
瓦

以
上
を
含
む

ご
き
は
税
額
は

二
十
交

ε
す
。

ロ

　

北
枕
の
圭
膿
は
清
涼
飲
料
を
瓶

に
詰
め
若
一
は
製
造

し
て
之
を
賣
り
出
す
人
文
は
外
囲
よ
b
輸
入
す

る
人
で
あ

る
、
納
税
義
務
は
、
之
を
賀
り
幽
す

ご
き
に
生
ε
、
某
月

の
末
迄
に
之
を
納

め
ね
ば
な
ら
諏
、
此
視
も
亦
流
通
課

税
方
法
を
探
れ
る
も
の
こ
謂

ふ
べ
き
で
め
る
。
併
し
又

一
定
の
場
合
に
は
免
税
す
る
.
外
囲
に
輸
出
す
る
場
合
、

濃
厚
な
る
人
工
リ
.モ
ナ
ー
デ
及
び
其
原
料
を
之

に
依
て
稀
薄
リ

モ
ナ
ー
デ
を
調
合
し
販
費
す
る
他
の
人
に
費
る
場

合
、
製
造
人
が
製
造
所
に
て
飲
む
場
合
は
即
ち
そ
れ
で
み
る
。

、

」

野

比
視
を
通
脱
し
た
る
者
は
税
額
の
四
倍
少
く
ε
も
五
十
鷹

の
罰

金
を
課
せ
ら
れ
る
。

清
涼
飲
料
が
外
国
よ
b
輸
入
せ
ら
る

、
ε
き
は
之
に
聾
し
て
輸
入
税
を
蜘
は
ね
ば
な
ら
濾
、
.而
し
て
其
上
に
此

内
地
消
費
税
を
彿
は
ね
ば
な
ら

澱
、
清
涼
飲
料
が
税
せ
ら
れ
る
ε
、
其
消
費
が
減
じ
て
珈
琲
、
茶
等
が
其
代
用
品

。

。
-

。

ざ
し
て
多
く
消
費

せ
ら

る

、
に
至

る

か
も
知
れ

沁
、

そ

こ
で
法
は
是
等

の
珈
琲

、
薬

等

に
劃

し
て
著

し
く
關
税

の

む牽

を
高

め
た
。

寵

清
涼
飲
料
は
、
萎
酒
火
酒
其
他
の
酒
精
含
有
飲
料
に
芒

て
衛
生
に
適
っ
て
み
る
、
警

衛
生
行
政
の
貼

地

よ
り

出
腰
す

る
ざ
、
酒

精
含

有
飲
料

に
重

く
税
し

て
、
清
涼
飲
料

を
冤

挽
す

る
は

一
策

で
あ

る
ε
謂

ふ

こ
ご
が

出
来
.る
。
併

し
乍

ら
清
涼
飲
料

は
必
ず

清
費

せ
ね
ば

な
ら

戯
も

の
で
も
な

い
、
其
迄

を
消
費
す

る
は
、
擢
税
力

を

表
現
す

る
も

の
ε
見

る
こ
ご
が
出

家

る
、
濁
逸
政
府

は
此

見
地
よ

b
出

で
、
済
涼

飲
料

を
枕
す

る
に
至

っ
た

.
俳

論

就

職
時
織
機
に
於
け
る
濁
逸
税
制
の
攣
革
た
論
ず
〔
こ

第
十
二
巻

(第
二
號

二
三
)

一=
玉

●
.



ノ

論

観

戦
瞳

律

於
け
ろ
鍵

需

の
鰻
華

華

{
一
v

筆

二
巻

(第
二
號

二
四
)

三

六

し
其
之
を
祝
す
る

に
至

っ
た
主
要
の
動
機
が
財
政
難

に
あ

っ
た
こ
ε
は
喋

々
す

る
迄
も
な
い
こ
ε
で
あ
る
。

二
、
煙

・

草

税

n

戦
時
に
於
け
る
煙
草
椀
の
改
正

・

く

　
　
　
　
り
　
　
ロ
　

煙
草
挽

(目
呂
艶
⑳冨
器
こ

は
從
來
重
量
視
ξ
面
積
挽
ど
よ
b
成
り
立

っ
て
居

っ
た
が
、

一
九

二

八
年
六
月
十
二

臣
謝
謝
留
ぽ
之
を
根
本
的
に
改
正
せ
す
、
只
其
税
牽
を
高

め
た
、
即
ち
煙
草
葉
百
基
亮
に
封
ず
る
税
額
が
後
家
五

十
七
脆
な
り
し
を
七
十
厩
に
引
上
げ
た
、

四

ア
ー
ル
以
下
の
煙
草
耕
地

に
射
し

一挙

方
米
突
毎
に
五
、七
交
な
り

し
を
右
文

ざ
し
少
一

ご
も
七
+
丈

以
上
た

る
こ
蓬
、・
七
た
。

、

ジ
ゴ

ヅ
ド
稠
も

充

二

八
年
の
法
律
に
依
り

一
九
〇
九
年

の
法
律
に
俵
る
税
率
を
高
め
π
、
今
之
を
比
較
す

.

「

れ
ば
左
の
如
し
。

一
本

の

小
喪

相
場

文一
武

ズ一
、
五
1
]
一、
五

二
、
五
一

三
盆

千
本

障
封
ず
る
税
率

　

　

　

ト

一
九

〇
九
年

「
九

　
六
年

ほ

ば

「

E

嵩

(

四
、
五

一
一
藍

一
本

の

小
嚢
相
場

三
、韮
ー
ヨ

五
一
眉

君
以

上

千
木

に
封
ず

る
税
率

　

　

　

ヨ
　

一
九

〇
九

年

】
九

=

ハ
年

麻

麻

六
、五

天

§

壁

皿

一店
、E

謹

四〇

「

シ
ガ

レ
ヅ
ト
用
煙
草
の
視
牽
を
比
較
す
れ
ば
左
の
如
し
。

、

相 一
言^.基

[1鈍

き 苔 庶 場 の

死1

善書隻劉・

.1.
九1率

貸 胃奪却

8杏 嫡 三ノ

一
基
天
の

相

場廊

「δ
一
音

暑
以
上

税

率

-

I

l

～
一
1
-1

」

一
九

〇

九
年

一
九

一
大
年

麻

文

麻

丈

四
犬
〇

一
二
、〈
口

唱
、
8

究

、
8

ウ

1



'

.

シ
ガ

レ
ッ
ト
用
紙
の
工
業
用
に
供
せ
ら
れ
な

い
も
の
に
謝
し
千
包
毎

に

一
既
の
税
率
で
あ

っ
た
も
の
を
、
六
疵

に
引
上
げ
陀
。

む

　

む

む

　

右
に
述

べ
た
る
は
内
地
清
費
視
ご
し
て
の
煙
草
税
で
あ
る
が
、
煙
草
輸
入
税
も
亦
大
に
之
を
高
め
た
。
戦
前

の

税
牽
に
比
す

る
ε
左
の
如
し
。
-

…

/

税
・

煙

草

葉

苞

装
)

煙

草

肋

等

煙
鼎早
灰
汁

(目
m
び
口
左
ρ
ロ
㈹
①
)

加

工

煙

草

葉

嗅
煙
草
製
造
用
巻
葉
竿
等

百
基

瓦
に
封
ず
る
粥
暁

.

-

一

1
ー

ー

り

一
九
口
湘
一

一
九
一六

一
九

一
賑
ハ

な

ぱ

金

言

全

会

6
0

】8

天
0

.一天
O

H=
0
.

三
8

品

掻
/

税

率

/

嗅

煙

草

・
囑
か

煙

草

刻
.

煙

草

シ

ガ

ア

.
シ

ガ

レ

ッ

ト

百
基
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此
外
輪
人
煙
草
葉

に
射

し
て
は
附
加
税
を
課
す
る
、
其
牽
は
従
前
の
小
費
相
場
の
四
割
で
あ

っ
た
の
を
六
割
五

.

分
ε
し
だ
、
ズ
輸
入

シ
ガ

レ
ッ
ト
に
謝
し
て
も
附
加
税
を
課
す
る
、
從
前
小
萱
相
場
の
四
割
で
あ

っ
た
の
を
六
割

こ
し
た
。

芒

依
て
之
を
粍

ば
軌
強

健

奮

器

謬

F
綾

弥

謬

金

券

ギ

齢

溜

零

謬

剃

も

あ

ゆ

ヘ

ヘ

へ

も

も

も

や

も

も

こ
も
、
税

率
を
著

し
一
上

ぼ
せ
だ
。

シ
ガ

レ
.ッ
ト
視

の
如

き
は
殆

ご
三
倍
近

く
も
高
く
し
た
、
足

れ
煙
草
税

獲
蓮

更

上

に
於

て
笹

に

一
進
歩

で
あ

っ
だ

ご
謂

ふ
こ
ε
が
出
来

る
。

齢

就

職
時
戦
後
に
於
け
る
蜀
逸
挽
割
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製
準
々
論
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第
聾
一
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二
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二
五
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戦
時
駿
後
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於
げ
る
樹
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税
制
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草
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論
ず
(
ご

鯖
七
二
巻

(第
二
號
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二
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八

勿

戦

後

に
於

け

る
煙

草
税

の
根
本
改
正

馨

輝

誕

暮

欝

欝
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輩

背
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目
の
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旗
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最
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婁

腱
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・
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婁

忍

鑑

稔
罫

事

猷

奪

雰

耐
寒

。
從
て
・
ガ
・
ツ
ト
の

み
な
ら
す

、

シ
ガ

ー
も
、
刻
煙
草
も

、
嗅
煙

草
も
暇

煙
草
も

、
製
造

せ
ら

れ
た
る
も
の

に
課
税

せ
ら

れ
る

こ
ご
に

な

り
、
小
費

相
場

を
標
準

ξ
し
て
、
階
段

を

分
ち
各

階
段

に
異

れ
る
税
牽

を
課
す

る
こ
ご

に
な

っ
た
、

シ
ガ

レ
ッ

ト
用

包
紙
も
喫
煙
者

の
使
用

に
供

せ
ら

る

＼
も

の
に

限
り
別

に
之

を
税
す

る

の
で
あ

る
。
是

れ
は
從
來

の
課

税
方

法

ε
異
ら
な
じ

が
γ
こ
れ
亦

一
の
製
品
税

ε
看
做
す

こ
ε
田
楽

る
の
で
あ

る
、
此

の
如

一
今
次

の
煙
草

税

の
改
正

は
原
料
税
面
積
税
を
廃

し
て
製

品
税
を
以
て
統

一
す

る

}い
ε
を
趣
旨

ご
し
て

み
る
、
只
煙
草
代

用
品

に
至

て
は
之

セ
禁

せ
な

い
蓬
同
時

に
之

に
原
料

税
を
課
す

る
こ
ご

＼
し

た
の
で
あ
る
。

煙
草
聾

券

如
く
製
品
の
焔
管

獲
て
税
す
る
・ピ

に
な
っ
た
が
、
其
階
段
は
可
な
り
細
か
釦

ま
れ
て
る

　

ロ

.

る

、

今

各

種

の
煙

草

に

就

て

其

税

率

を

示
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ざ

左
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如
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で

め

る
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ツ
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業
用

F
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す
る
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合
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之
な
除
く
)

(

千
個
の
向
,紙

に
封
し
†
麻

の
定
率
税
奄
課
す
る
。

右
表
に
依
て
之
を
観
れ
ば
、
各
種
の
煙
草

に
黝
し
多
く
の
階
級
を
設
け
之
に
累
進
的
税
率
を
課
し
て
み
る
。
其

中
に
就
て
も

シ
ガ
ー
視
の
如
き
は
二
十
七
級
の
階
級
を
劃

し
千
本

に
謝
し
八
鹿
乃
至
千
六
百
蹴
を
課
す
.る
の
で
あ

ザ

ヵ

ヘ

ヘ

ソ

ヘ

ヘ

モ

へ

も

ヘ

ヘ

ヘ

ロ

も

も

ロ

カ

ね

マ

ヘ

カ

も

る
、
税
率
は
實

に
小
費
相
場
に
謝
し

一
割
乃
至
五
割

に
當

る
。
高
贋
の

シ
ガ
ー
を
喫
す
る
者

に
謝
し
て
相
當
に
重

き
税
ご
謂
は
ね
ば
な
ら
.鎗
。

シ
ガ

レ
ッ
ト
挽
も
十
四

の
階
段
を
劃

し
千
本
に
謝
し
て
十
晩
乃
至
三
百
鹿
を
課
し
て

も

セ

も

も

い

や

ミ

ヤ

も

も

も

み

る
か
ら
挽
牽

は
小
費
相
場

に
黝

し
三
割
三

分
よ
り

⊥八
割

に
至

る
、
之

を
戦
前

の
税
率
千
本

に
付

き
二
蹴
乃

至
十

齢

輪読
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論

説

職
時
戦
後
に
於
け
る
欄
逸
税
制

の
製
革
ん
論
ず
(
一
)

第
十
二
巻

(第

二
號

一
一八
)

二

二
〇

五
賦
、
戦
時

の
視
率
千
本

に
付
き
五
鷹
乃
至
四
十
蹴
に
比
す

る
ε
實

に
天
地
霄
壌
の
差
で
あ
る
。
刻
み
煙
草

、
.其

他
の
煙
管
用
煙
草
、
噛
み
煙
草
、
嗅
煙
草
も
或
は
八
段
或
は
七
段
或
は
六
段
の
階
級
を
劃
し
、
之
に
各
累
澹
視
が
課

も

う

う

い

ロ

モ

へ

も

や

ヤ

　

あ

み

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

エ

リ

ヘ

ヤ

コ

あ

あ

へ

の

へ

う

へ

も

へ

も

せ
ら
れ
て
あ
る
。
其
視
牽
は
小
萱
相
場

に
封
b
、
精
製
刻
み
煙
草
に
於
て
は
、
三
割
乃
至
七
割
飴
に
な
り
、
其
他

、

、

b

.
、

馳

、

.

、

、

、

、

、

、

.

、

、

、

・

、

、
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、
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、

、

、

、

、

、

、

,

、

、

、

、

、

,

、

、

、

、

、

の
煙
管
用
煙
草

に
於
て
は
二
割
乃
至
四
割
五
分
に
な
り
、
㈱
み
煙
草
に
於
て
は
七
分
五
厘
乃
至

一
割
に
な
り
、
嗅

う

つ

も

あ

っ

へ

　

ゆ

り

へ

も

へ

っ

ヘ

ヤ

あ

や

ヤ

煙
草
に
於
て
は
二
割
乃
至
二
割
五
六
分
に
な
る
。

是
は

一
般

の
税
率

で
あ
る
が
、

シ
ガ

レ
ッ
ト
税
に
關
し
て
は
、
大
賊
大
臣
は
、

一
九
二
三
年
十
二
月
三
十

一
日

に
至
る
迄
、
孚
歳
毎
に
(
　
丹

一
日
よ
り
始
む
る
年
歳
ε
七
月

一
日
よ
り
勧
む
る
寧
歳

)右
表
に
從
ひ
課

せ
ら
る

ベ

エ

へ

も

サ

も

ら

も

ギ

ヤ

リ

ャ

セ

へ

も

や

も

ヘ

ヘ

ロ

し

し

へ

し

セ

ヵ

も

カ

も

も

エ

ヤ

も

も

.
き
内
地
産
の

シ
ガ

レ
ッ
ト
の
数
量
を
定
め
、
之
を
各
笹
業
者

に
割
b
嘗
て
る
こ
ε
が
出
氷
る
、
此
割
嘗
て
ら

れ
た

定
量
を
起
て
生
産
す

る
ご
き
は
そ
が

一
割
五

分
以
上
ε
な
る
限
り
既
定
税
率
を
以
て
税
す

る
外
翼

に
附
加
税
を
課

す
る
、
其
牽
は

一
九

二
〇
年
十
二
月
三
十

一
日
迄
は
十
割

一
九

二

一
年
に
は
七
割
五
分
、

一
九
二
二
年
に
は
五
割

一
九
二
三
年

に
は
二
割
五
分
ビ
す
る
。

,

む

む

以
上
は
内
地
生
産

の
煙
草
で
め
る
が
、
外
囲
よ
り
輸
入
せ
ら

る
＼
煙
草
に
謝
し
て
は
、
關
視
が
課
せ
ら
れ
る
、

今
其
視
牽
を
示
す

ε
左
の
如
し
。
(八
入
條
)
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此
表
で
見

れ
ば
煙
草
の
原
料

に
封
ず
る
開
枕
は
従
来
の
通
め
で
あ
る
が
、
半
製
品
に
謝
す
る
関
税
は
却
て
之
を

低
め
、
精
製
品
に
謝
す
る
關
視
に
至

っ
て
は
大
に
高
め
た
、
政
府
案
が
既

に
相
當
に
高
く
な

っ
て
み
た
が
議
曾
は

之
を
修
正
し
て
更
に
高
く
し
た
の
で
あ
る
。

価鞠
逸

の
煙
草
税
は
戦
前
に
於

て
極
て
幼
稚
な
る
枕
に
過
ぎ
な
か
っ
た
、
此
期
姿
を
初
め
歴
代
の
政
治
家
は
或
は

專
質
業
を
提
げ
、
或
は
製
品
視
を
案
じ
、
百
方
改
革
を
遂
げ
ん
ε
せ
し
も
、
成
効

せ
な
か
っ
た
、
戦
後

の
税
制
改

革

に
際
し
て
、
終

に
前
述

の
如
き
製
品
税
が
成
立
し
、
其
品
種

に
從
て
累
進
税
牽
を
適
用
す
る
こ
ご
、
な

っ
た
、

共
牧
人
も
戦
時
φ
三
億
圃
に
比
し
七
億
七
千
萬
蹴
の
増
牧
を
來
す

に
至

っ
た
、
以
て
如
何
に
北
枕
が
根
本
的

に
改

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

恥

、

、

、

、

、

、

、

、

.

、

、

、

遣
せ
ら
れ
た
か
を
想
像
す

る
に
足
り
る
、
要
す
る
に
、
煙
草
椀
は
職
後
に
至

っ
て
初
て
普
遍
的
に
而
も
榊
税
力
に

、

、

、

、

、

、

、

・

、

●

℃

、

、

も

、

、

・

、

、

、
.

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

恋
す
る
の
税

ε
な
っ
た
の
で
あ

る
、
之
を
煙
草
視

の
史
上

の
革
命
ご
謂

っ
て
も
差
支
な

い
。

量
、
黙

火
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紛

然
火
用
品
税
(§
且
毒
酋

ω梓2
。ご

は
燐
寸
、
蝋
燐
(蜜
、
脂
肪
素
其
他
類
似
の
原
料
よ
り
製
す
る
も
の
)黙
火
用

論

説
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論

説

職
時
戦
後
に
於
け
る
獅
逸
税
制
の
攣
華
々
論
ず
(
一
)

第
十
二
巻

〔第
～
.一號

三
〇
∀

二
二
二

火
器

、
燧
石
等

に
課
す

る
視

で
め

る
。

一
九

〇
九
年

に
初

て
成

り
立

つ
た
も

の
で
め

る
が
.、
其

常
時

に
於

て
は
燐

寸

ε
蝋
燭

巴
を
税
し

て
居

っ
た
。
戦

後

の
税
法

〔
一
九

一
九
年
九
月

十
日

法
律

)
は
更

に
之

に
火
器
燧

石
其
他

を
加

へ
た
。

此
視
は
過
渡
的
課
税
に
過
ぎ
ぬ
、
.蓋
し
行
く
一

は
之
を
政
府
の
製
造
專
責
ご
な
す

こ
ε
に
な
っ
て
居
る
か
ら

で
あ

る
、
而

し
て
其
專

費

は
渥

ぐ

ざ
も

一
九

二

一
年

三
月

三
十

一
日
迄

に
之
を
實

現

せ
ね

ば
な
ら

ぬ
の
で
あ

る
。

り

む

り

新
税

法

に
依

る
税
牽

は
左

の
如

し
。
.

、

ラー
燐

(2
蝋

課

税

標

準

エ
纏
無
慾
総
羅
豚
)

勝
藥
無
鴛
細
墾

巳

ノ

}

「
個
二
麻
以
下
の
も

の

、

、

、

、

、

碗
牽

「

0
δ
羨

0
δ
濃

0
、
δ
文

R

一〇
ズ

駄
値
燧
石
其
他
酷
火
金
品

に
件

ふ
馳
火
器

0
、
.琶
文

ラ3
黙
火
器

(

一
個
二
麻
乃
至
五
麻
の
も
の

(

一
個
五
・淋
以
上
の
し
の

田
瓦
斯
白
光
燈
の
白
金
製

(
黙
火
器

一
個

π
磐

貼
火
器
福

ラ4
燧
石
其
他
の
黙
大
金
鵬

一
瓦
叉
は
且
八端
駁

一δ
昊

三
、
O
ロ

0
、
吾

〕「
、
∩
.〕

R

一
〇

し

ミ

セ

　

で

ヘ

へ

と

ヘ

ヘ

や

む

む

り

へ

も

　

へ

も

燐
寸
蝋
燭

の
税
率
は

一
九
〇
九
年
に
定
め
ら
れ
た
蓄
税
率

の
二
倍
に
當

っ
て
み
る
、
之
を
二
倍
ε
し
た
る
所
以

は
此
く
す
る
も
国
民

の
敢
て
堪

へ
難
き
所
で
な

い
の
み
な
ら
す
、
燐
寸
蝋
燭
製
造
等

の
如
き
は
、
何
等
打
撃
を
被

る
こ
`
が
な
い
蓬
見
た
か
ら
で
あ
る
。
尤
も
燐
寸
税
蝋
燭
視
を
高
く
す

れ
ば
他
の
黙
火
器
及
び
燧
石
等
が
代
用
せ

、

順



,

ら
る
＼
虞
な
い
で
は
な
い
、
そ
こ
で
是
等

に
も
税
す
る
必
要
が
起
で
來
把
の
で
あ
る
。

政
府
案

に
依
る
ざ
燐
寸
及
蝋
燭
の
製
造
業
殊

に
其
中
小
工
場
を
保
護
す
る
の
趣
旨

に
依
り
各
製
造
業
者
の
年

か

産
出
す

べ
き
額
を
定
め
、
そ
れ
を
越
て
生
産
す

る
も

の
に
罰
税
ご
し
て

]
割
を
加
重
す

る
砂
條
項
が
あ

っ
た
が
、

議
會
よ
り
專
費
の
提
議
が
あ
医

そ
れ
が

{
九
二

…
年
よ
り
行
は
る
≧

窪

な
つ
セ
以
上
は
、
其
間

串

小
製

造

工
場

が
糖
箏

に
過

て
打
撃

准
被

る
の
危

険
も

な

い

か
ら

、
之
を
削

る

こ
ε
に
な

っ
た
。
只

一
九

　
四

年
丸
尽

三

十

日
以
後

に
起

さ
れ

π
製
造

工
場

の
産
出

に
か

、
る
舞

寸
蝋
燭

に
謝

し
て
は
普

通

の
税
率

に

一
割
を
加

へ
て
課

す

る

ζ
ご

、
し
た
。

一
九
〇
九
年

の
法
律

に
基

き
、

一
九

一
四

年
十
月

一
日
迄

に
起

さ
れ
た
製

造

工
業
を
保
護

せ
ん
.

ε
す

る
の
趣
旨

が
街

生
き
て
残

つ
セ
も

の
ご
謂

ふ

べ
き
で
あ

る
。

此
税
は
視
傘
を

二
倍

に
し
た

の
み
な
ち
す

、
新

に
課

税
物
件
を
加

へ
だ

か
ら

、
戦

前

に
比

し
、
著

し
港
増
牧
を

来
す

こ
ε
に
な

っ
た

、
若

し
恵
費

ε
も

な
ら
ば

、
更

に
多

く

の
牧
人
を
齎
ら
す

に
至

る
で
あ
ら

う
。
黙

火
用
品
枇

を
改

め
て
專

齎
裸
視

こ
な
す

に
決

し
た

ε
す

れ
ば
、
此

視
の
獲
達
も
既

に
其
極

に
達

し
た

こ
謂

は
ね
ば
な
ら

澱
。

四
や
石

炭

税

石
炭
視

(図
o
軍
2
珠
①器
こ

は

一
九

一
七
年
四
月
八

月
の
法
律

に
依
て
起

さ
れ

[
九

一
七

年
十

二
月

二
十
八
日

の

法
律

脱
依
て
修
正

せ
ら

れ

π
も

の
で

め
る
。
此

税
は

、
あ
ら

ゆ
る
内
国
産

の
石
炭
井

に
外
國

よ
り
輸
入

す

る
石
炭

を
税

せ
ん

ε
す

る
も

の
で
あ

る
。

薙

に
石
炭

ざ

い
ふ

は
廣
義

に
解
す

べ
き
も

の

で
、
石
炭
や
褐
炭

の
加
工

せ
る
も
.

論

説

・戦
時
戦
後
に
於
げ
る
蜀
逸
税
制
の
塑
罷
・奄
論
で
2

)

第
十
二
谷

(第
二
號

三
こ

ニ
二
三

`



.

論

説

戦
時
戦
後
に
於
げ
る
濁
逸
税
制
の
攣
革
を
論
ず
(
一)

第
十
二
巻

(第
二
號

三
二
)

二
二
四

の
、

せ
ざ

る
も

の
を
包
括
す

る
、
從

て
褐
炭

に
あ
り

て
は
、
之

よ
り
成

れ

る
塑

炭
を
も

含
み
、
輸

入
す

る
も

の
に

あ
b
て

は

ユ
ー

ク
ス
及

び
石
炭
ま
り
成

る
埋
炭

を
も

包
括
す

る
。

む

む

北
枕
の
主
磯
は
、
外
國
炭
に
あ
り
て
は
、
其
輸
入
者
で
あ
り
、
其
他
の
石
炭
に
あ
り
て
は
採
掘
し
た
る
者
若
く

は
之
に
加
工
し
た
る
者
で
あ
る
。
但
し
自
分
の
採
掘
せ
な
い
石
炭
を
以
て
埋
炭
を
造
る
者

に
は
其
買
入
れ
た
石
炭

に
射
し
て
税
を
彿
ひ
戻
す
る
、
蓋
し
二
重
税
を
避
く
る
矯
め
に
外
な
ら
諏
。
而
し
て
納
税
義
務
は
、
石
炭
若
く
は

コ
ー
ク
ス
を
他
人
に
引
渡
す
ぎ
同
時
に
獲
生
す
る
、
そ
の
視

は
翌
月

の
終
迄
に
之
を
納
め
ね
ば
な
ら
諏
。
外
國
炭

に
あ
り
て
は
、
そ
が
国
境
に
入
る
ご
き
に
納
税
義
務
が
獲
生
す

る
が
、
そ
の
税
は
石
炭
が
國
内
に
て
責
ら
れ
た
後

に
納
め
る
の
で
あ
る
。
故
に
石
炭
椀
も
亦
流
通
課
税
方
法
を
探

っ
て
居
る
ε
謂
は
ね
ば
な
ら
魂
。

む

　

此
税
も

一
定
の
石
炭
に
劃
し
て
は
之
を
冤
除
す
る
、
炭
鑛
に
て
消
費
す
る
石
炭
、
及
び
塑
炭
ゴ
ー
ク
ス
製
造
所

に
て
用
ゆ
る
石
炭
、
井
に
契
約
若
く
は
慣
習
に
基
て
坑
夫

(坑
夫
の
.癈
疾
こ
な
れ
る
者
、
及
び
坑
夫
の
寡
婦
を
含

む
)
に

　
家
の
消
費
用
ε
し
て
與

へ
る
石
炭
、
外
囲
交
通
の
汽
船
汽
車

に
用
ゆ
る
石
炭
、
漁
脂
蝋
等
に
製
す

べ
き

石
炭
は
即
ち
そ
れ
で
め
る
。

む

　

視
率
は
石
炭

の
儂
格
の
二
割
で
あ
る
、
そ
の
課
税
の
基
礎
ご
な

る
石
炭
の
償
格
は
炭
山
若
く
は
煉
炭
此
よ
り
萱

醒

b
出
さ
れ
た
る
相
場

で
あ
り
、
外
囲
山灰
に
あ
り
て
は
、
買
入
償
格

に
一連
迭
費
を
加

へ
た
額
で
あ
る
。

此
視
を
適
脱

し
た
る
も
の
は
疸
税
額

の
四
倍

で
千
厩
を
下
ら
ざ
ち
罰
金
を
課
せ
ら
れ
、
其
税
額
の
明
な
ら
ざ
る

曽

「



も

の
に
は
十
萬
歴
の
罰
金
を
課
せ
ら
れ
る
。
再
犯
に
は
臓
刑
が
課
せ
ら
れ
る
。
相
當

に
酷
な
制
裁

で
あ
る
。

此
税
は
採
炭
者
煉
炭
者
等
が
納
税
す

る
も
の
で
あ
る
け
れ
ざ
も
、
眞

に
之
を
負
撫
す
る
も
の
は
消
費
者
で
あ
る

然
る
に
石
炭

の
消
費
は
工
業
家

に
取
り
て
も
、
叉
普
通

の
家
庭
に
於
て
も
絶
対
に
必
要
で
め
る
、
工
業
家
の
消
費

す
る
石
炭

に
税
す

る
は
、
生
産
費
を
高

め
其
工
業
の
競
争
能
力
を
弱
め
る
こ
ε
＼
な
り
、
曽
通
の
家
庭
に
於
て
滑

費
す
る
石
炭

に
祝
す

る
は
生
活
を
脅

か
す
こ
ξ
、
な
る
、
殊
に
石
炭
税
が
徴

せ
ら

る
＼
以
上
は
瓦
斯
電
氣
水
道
の

料
金
も
高
く
な
る
べ
く
、
荷
物
旅
客
の
蓮
逡
料
も
自
然
に
騰
る

ぺ
け
れ
ば
生
活
費
を
高
む
み
こ
ε

}
通
り
で
な

い

も

あ

む

り

へ

で

も

や

　

へ

め

モ

ヵ

コ

も

コ

し
　

で

へ

あ

ヤ

ヘ

へ

う

　

つ

じ

も

ヘ

ヘ

ヤ

も

も

ヒ

ャ

　

も

是
が
故

に
石
炭
視
は
生
産
政
策
の
上
よ
り
も
肚
會
政
策
の
上
よ
り
も
之
を
批
難
せ
ね
ば
な
ら
漁
、
然
る
に
帝
国
が

ヵ

ロ

ぼ

で

ぬ

ヤ

も

ち

ヵ

ヤ

へ

リ

マ

も

マ

も

ぬ

ヘ

ヤ

め

ね

に

ヒ

リ

も

も

モ

で

へ

此
税
を
起

し

て
敢

て
遅
疑

せ
な

か

っ
た

の
は

一
に
財

欲
困
難

の
矯

め
で
あ

る
。
所
謂
窮

し
て
織
を
顧

み

る
に
窪
み

ら
ざ

る
も

の
ε
評
す

べ
き

か
、
そ

こ
で
法
徳

は
其
施

行
期

限
を
定

め

一
九

一
七
年
八
月

「
日

よ
り

一
九

二
〇
年
七

月
三
十

一
日
迄
効

力
を
有
す

る
も

の
ε
し
て

み
る
。

此

期

隈
が
繹

渦
す

れ
ば

、
之
を

屡
止

す

る
に
吝

な
ら
す

ε
す

る
は
、
法
律

も
自
ら

其
悪

税
た

る
こ
ε
を
認

め
た
る

が
爲

め
で
あ
る
。

五
、
骨

牌

税

骨
牌

税

(
し∩
風
色
富

豪

口
ω叶2
。「
)
は

一
入
七

八
年
七

月
三

日
の
注

律

に
依
り

、
骨
牌

の

一
組
が
三
十
六

枚
よ
り
成

る
も

の

に
三

十
交
を

.
三

十
⊥
ハ
放
以
上

よ
り
成

る
も

の
に
五
十
女

を
課
す

る
こ

ε
、
な
b

、
爾
來
何
等

改
む

る
所

の

リ

コ

リ

　

り

　

　

の

　

　

　

な

か

っ
た
の
で
あ
る
が
、

】
九

一
九
年
九

月
十

日
の

法
律

に
依

り
、
骨
牌

に
ば

}
組

二
蹴

を
課
す

る
こ
ご

Y
し

、

輪

読

戦
時
戦
後
に
於
け
る
稠
逸
税
制
の
製
革
か
論
で
(
.一)

第
十
二
巻

(第
二
號

三
三
)

二
二
五

、



魑

論

説

、

戦
時
戦
後
に
於
け
る
鍵

脱
制

の
製
蒙

論
文

こ

第
+

二
巻

(第
二
號

三
四
)

一
三

六

骨
牌

の

一
組

が
二
十
四
枚

以
下
よ
b
成

る
ξ
き
は
、

其
半

を
減

じ
、
四
十
八

枚
以
上

よ
り
成

る
ご
き
は
、
.其

孚
を

増
す

こ
ε

、
な

っ
た
。
(帝
國
骨
牌
税
法

一
條
)

骨
牌

の
輸

入
税
は
百
基

琵

に
謝

し
従

来
⊥
八
十
賦
な

り
し
を
三
百
號

湿
し
㊧
、
暴

れ
亦
非
常

の
増

税
で
み

る
。

(三
十
五
條
)

.
骨
牌

税
は
由

來
骨
牌

の
消
農

に
射
し
で
祝
す

る
も

の
で
る

る
、
故

に

税

の

本
質

は

消
費
税

で

あ
ち

ね
ば
な
ら

濾
、
骨

牌

の
消
費
は
奢
侈
的

で
あ

る
ε
謂

ふ
こ
ざ
が

出
家

る
か
ら

、
奢
侈

挽

ε
謂

っ
て
も
可

い
。
所

が
凋
逸

に
於

け

る
從

來

の
立

法
に
於

て
は
印
.紙

に
依

て
徴

牧
す

る

の
故

を
以
て
骨
牌

印
紙

税

(し∩
風
①
貯
p
答
9
ωけ。巳
℃
ω
こ
ε
云
ひ

、

ヵ

ヘ

ヘ

へ

う

も

も

も

モ

ヤ

へ

も

も

も

ヘ

カ

マ

ら

へ

も

ヘ

へ

口
舐
税

の

一
種

ε
し
て
居

つ
セ
。
戦

後

の
租
税
改
革

に
際

し
明

に
消
費

税
ご
し
て
之
を
認

め
(
一
九

一
九
隼
九
月
+
口
碑

あ

や

お

も

も

お

へ

し

マ

も

も

し

ミ

コ

も

も

律
第
一條
)
名
稠
も
改

め
て
骨
牌
税
ε
し
陀
の
で
あ
る
、
撹
の
本
質
が
明
ご
な
っ
た
課
で
あ

る
⑩

六
、
池
田
弼
旦
税

結

論

濁
逸
の
浦
費
税

は
税
制
の
中
軸
で
あ
る
に
拘
ら
す
、
長
い
間
幼
稚
な
る
課
税
方
法
で
止
ま
っ
て
居
た
、、
現
に
嬰

酒
挽
煙
草
枕
の
如
き
、
大
戦
前
進
原
料
視
た
る
に
過
ぎ
な
か
つ
π
、
然
る
に
戦
時
戦
後
ゆ
租
税
改
革
に
依
て
是
等

　

き

も

も

わ

り

う

ヘ

コ

も

ヤ

へ

あ

や

う

マ

あ

り

リ

エ

へ

は
轡
響

輩

架

だ
。
而
し
て
製
品
聾

し
て
量

に
製
品
の
性
質
登

管

依
て
多
勢

階
段
を
劃
し
、
之

鼻

少
黎

穂
牽
を
蛍
肘
中
ひ
ひ
寧

じ
だ
、
萎
酒
税
、
煙
草
税
は
其
最
も
良
き
例
謹
で
あ
る
、
殊
に
煙
草
視
を

以
て
其
好
模
範
蓬
な
す

こ
だ
が
出
來
る
。
此

の
如

き
は
、
租
税
牧
人
を
多
く
す

る
の
方
法
た
る
の
み
な
ら
す
、
捲



税
力

に
恋
す

る
の
裸
視
方
法
で
あ
る
ご
謂
は
れ
ば
な
ら
の
。

む

む

　

　

　

　

　

む

む

　

む

　
む

む

ね

　

り

　

む

む

む

溝
費
.視
獲
蓮

の
上
に
於
て
術
逸
す

べ
か
ら
ざ
る
も
の
は
、
専
責
制
度
が
火
酒
視
や
燐
寸
税
等
に
代
て
這
入

っ
て

む

　

　

ロ

　

　

　

来
た
こ
ε
で
あ
る
、
凋
逸
歴
代
の
政
治
家
が
屡
々
試
み
て
失
敗
せ
し
も
の
.が
、
戦
時
戦
後
.に
於
て
忽
ち
成
b
し
は

特
筆
大
書
す

る
の
償
阻
め
b
ε
謂
は
ね
ば
な
ら
諏
。

此
く
の
如
く
見
來
れ
ば
、
消
費
税
制
度
峨
戦
時
戦
後
に
重
て
非
常
な
る
獲
達
を
遂
げ
た
ε
断
せ
ね
ば
な
ら

漁
。

む

む

む

　

　

　

む

　

　

　

む

の

む

　

む

　

　

　

む

り

　

む

や

を

ヘ

マ

も

も

マ

へ

も

も

ミ

も

ヤ

へ

若

し
実

れ
消
費

税
を
横

張

し
各
種

の
滑
費

品
を

祝
す

る
に
至

っ
て
は

、
安

富
な

る
も

の
も
あ

り
、
不

當
な

る
も

や

ヘ

ヘ

ミ

の
も
あ
る
。
新

に
葡
.萄
酒

税
を
起
し

.
骨
牌
.視
を

印
紙

税

よ
り
離

し
消
費
税

の
銘

を
打

っ
た

の
は
、
安

富
な

る
も

の

、

一
例

ε
す

べ
く

、
石
炭
視

に
至

っ
て
は
其
不
當
な

る
も

の

、

　
例

ε
す

べ
き
で
あ

る
。
是
等

は
皆

財
政

難

の

饒
波

ピ
し
て
出

た

も

の
で

め
る
σ

、

む

む

　

　

む

　

む

む

む

む

む

む

む

ロ

む

む
　

り

　

.

論

じ
て
藪

に
至
善
余
は
消
費
税
制
度
の
大
敵
革

ε
革
命
政
治

ざ
の
關
係
を
明
に
せ
ね
ば
な
ら

戯
、
猫
逸
革
命
後

に
於
て
は
、
政
治
は
肚
會
蕪
の
手
に
あ
り
ど
謂
ふ
こ
.ε
が
出
來
る
、
所
で
肚
舎
熊
は
由
來
間
接
税
反
封
を
標
榜
し

て
來
π
、
肚
會
黛
が
其
主
張
に
忠
で
あ
る
な
ら
は
、
間
接
税
殊
に
消
費
税
は
之
を
塵
せ
ね
ば
な
ら
楓
で
あ
ら
う
、

.
然
る
に
事
藪

に
出
で
な

い
で
、
却
て
大

に
清
農
税
を
獲
達
せ
し
む
る
に
至

ウ
た
、

↓
見

寄
ご
す

べ
き
で
あ
る
。
併

.

し
戦
後
の
国
民
議
會
に
於
て
消
費
税
批
難
の
聲
は
喧
し
く
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
、
其
最
も
強
く
之
を
孚
ひ
た
る

は
濁
立
肚
會
蕪
の
入
で
あ

っ
た
、
凋
立
肚
會
窯
は
多
数
肚
會
蕪
を
脱
し
て
猫
立
の
旗
幟
を
鞣
し
た
る
過
激
黛

で
あ

論

説

職
時
戦
後
に
於
け
る
濁
逸
税
制
の
愛
車
海
論
す
(
ご

第
十
二
巻

(第
二
號

三
五
)

二
二
七

マ



圃

、

講

読

戦
時
職
後
に
於
げ
ろ
濁
逸
税
制
の
愛
車
な
論
ず
(
一
)
.
.

第
十
二
巻

(第
二
號

三
六
)

二
二
入

る
、
其

主
張
す

る
厨

に
依

る
ご
、
滑
費

税
は
多
く
生

活
最
低
限

に
入

っ
て
居

る
か
ら
良
く

な

い
、
若

し
溝
費

視
で

.

許
す

べ
き
も

の
あ
り

ε
せ
ば
、

下
層

民

の
利
益

を
害

せ
諏
も
の
に
限

る
ご
主

張
し
だ

ハ
ミ
冥
∋
氏

)
之

に
謝

し
て
多

敷

肚
會
蕪

は
始

め
は
全
然
政
府

案

に
賛

成

し
帝
国

の
脛
費

を
直
接
税

の
み
に
依
て
辮

ぜ
ん
ε
す

る

の
論
は
笑

ふ
に

堪

へ
た

b
ε
論
じ
て
居

っ
た
が

{国
主

氏

の
演
説

)
、
猫

立
　肛
會
蕪

の
経
論
横
議

が
人
の
耳
目
を

聳
動
す

る
や
、

多
数
「肛
會
黛

も
流
石

に
從
家
説

き
來

つ
た
主

張
を
怠

る

、
こ
ざ
も
出
来

な

い
の
で
、当
職
窯

は
現
在

の
漕
…費
視

が
民

衆

を
塵

迫
す

る
こ
ざ
甚

し
き
を

思
ひ
之

に
反
封
ず

る
も

の

で
あ

る
、
從

て
直
接
税

の
み
を

以
て
帝
國

の
絶
謝
的
必

要
費
を
支

辨
す

る
こ
ざ
が
出

來

な

い
塒

に
至
て
初

て
消
費

税
の
問
題

は
論
ず

べ
匙
で
あ
る
」

ε
論
ず

る

に
至

っ
た

(中

澣
巨

氏

)。
此
議

論

に
劃
し

他

の
政

蕪
は

「
十

分

に
間

接
税

を
課
す

る

こ
ε
を
承
諾
す

る
に
め
ら
ざ

れ
ば
直
接

税

に
協

賛
す

べ
き
で
な

い
」

ご
酬

い
て
居

っ
た

(濁
逸

国
民
黛

の

内
鰐
昇

氏
)
。

そ

こ
で
両
肚
會
黛

ε
他

の
蕪

己

の
争

は
直
接

税
を
先

き
に
す

る

か
、
間

接

挽
を
先

き

に
す

る

か
ご

い
ふ
論

に
な

っ
て
仕
舞

つ
た
。

是

に
於
て
大
賊

　

大
臣

卑

Nげ
巽
四
・
「
氏

は
更

に
進

で
直
接

税
が
重

い
か
間
接

税
が
鰹

い
か
を
論
ず

る
は
過
去

の
問
題

ざ
な

っ
た

、
今

や
直
接

税
を
も
間
接
税

を
も
共

に
極
度

迄
税

し
蓋

さ

ね
ば
な
ら

ぬ
ε
絶
叫

し
た
。

　

ロ

專
質

に
就

て
も

國
民
議
會

の

議
論

は

稽

注
目

に

僧
す

る
も

の
が

あ

っ
た
、

戦
後

に

於

て

濁
逸

に
は

肚
曾
化

{
しり
o
N巨
匠
興
雪
の
)
な

る
標

語
が
盛

に
行

は
れ
で
る
る

、
肚

會
化

ε

い
ふ

こ
ざ
が
戦
後

に
於

け

る
政
策

の
精

神

で
あ

る
ε
す

れ
ば

、
專
費

は
最

も
其
精
聯

に
適

へ
る
も

の

ε
謂

は
ね
ば
な
ら

組
。
果

し
て
然
ら
ば
税
制

の
革
命

的
政
造

に
際

し

て
は
、
火
酒
や
黙

火
用
品
を
專
費

こ
す

る
に
止

め
な

ヒ
で
内
術

他

の
品

に
も
及
ぼ
す

べ
し

ε
い

ふ
考

も
起

、



て
来

る
。
現
に
黙
火
用
品
の
専
賀
の
如
き
、
政
府
業

に
な
か
b
し
も
の
が
両
肚
會
窯
の
主
張
に
依
て

　
九
二

「
年

三
月
よ
b
實
現
せ
ら
る
、
こ
ご

、
な
っ
た
の
で
あ
る
。
叉
煙
草
税
法
案
の
討
議
に
當
り
て
も
祉
曾
蕪
は
専
費
論
を

主
張
し
て
巳
ま
な
か
っ
た
、
熱

冷
に
其
効
な
く
し
て
上
述

の
如
き
煙
草
税
法
が
成
立
し
た
。
其
專
費
を
否
認
し
た

る
敬
府

の
理
由
ε
す
る
所
を
見
る
に
、
第

　
に
は
専
萱

ε
す
る
も
直

に
互
額
の
牧
人
を
得
る
こ
ε
が
出
来
諏
、
第
二

に
は
私
人
の
製
造
販
萱
に
任
し
て
置
(
ざ
、
喫
煙
家
の
嗜
好

に
順
慮
し
て
煙
草
を
製
造
し
労
々
其
消
嚢
を
刺
激
す

る
こ
己
に
な

る
が
、専
費
に
て
は
、
さ
う
は
行
か
函
.耳
々
ご
あ
る
、
此
の
如
き
論
法
を
以
て
す
れ
ば
如
何
な
る
物
も

專
頁
ε
す
る
こ
ど
が
出
来
な
い
で
あ
ら
う
、
肚
會
蕪
が
議
會
に
多
数
を
占

め
て
居
り
乍
ら
斯

る
理
論
に
服
し
て
、
自

己
の
主
張
を
貫
く
こ
ξ
が
出
来
な
か
っ
た
の
は
何
故
で
あ
る
か
。
寧

ろ
不
宵
思
議
の
や
う
に
も
見
ゆ
る
の
で
あ
る
。
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む

む

む

む

　

む

　

む

　

む

　

む

之
を
要
す

る
に
、
濁
逸

の
消
費
税
制
度
は
、
戦
時
に
於
て
非
常

に
獲
達
し
て
來
た
、
戦
後
肚
曾
蕪
が
天
下
を
取

　

　

　

む

む

む

サ

む

む

じ

ロ

む

じ

む

む

む

つ
て
か
ら
も

瓢
荷

獲
達

し
て
已

ま
な

か

っ
た

、
若

し
耐

會
蕪
が
年

来
の
主
張

に
嵌

て
之
を

廃

せ
ん
ご
せ
ば

、
癒
す

る
こ
ε
も
出
家

た
で
あ
ら

う
、
穂

て
を
琢

費

ε
し
や

う

こ
せ
ば

、
そ
れ

も
出
来

陀
で
あ
ら

う
、
然

る
に
事
弦

に
出

　

む

む

で
な

い
で
消
費
税
制
農
を
愈
々
獲
達

せ
し
め
、
專
費
は
僅

に
火
酒
ご
黙
火
用
品
ざ
に
止

め
て
仕
舞

つ
た
、
春
秋
の

む

む

む

む

む

　

　

む

む

り

む

　

　

む

む

む

む

　

む

　

　

む

　

む

む

　

　

む

も

も

ヘ

ネ

リ

ャ

モ

へ

あ

ヘ

ヘ

キ

も

筆
法
を
以
て
す
れ
ば
、
肚
會
黛
は
消
費
税
を
完
成
し
た
ご
謂

ふ
べ
き
で
あ
る
、
是
れ
財
政
難
に
廃
す
る
方
策

ε
し

も

へ

あ

マ

モ

ヘ

へ

あ

ゆ

ヤ

へ

も

し

モ

へ

も

も

ヤ

ヘ

モ

へ

も

モ

ち

も

ゆ

も

へ

も

も

ヘ

へ

も

ち

コ

へ

も

も

も

も

や

あ

て
已

む
を
得

ざ

る
に
出

π
の
で
も
あ
ら

う
が

、
消
費

税

の
實
際

に
慶
す

べ
か
ら
ざ

る
所

以
を
立
謹

し
た
も

の

ε
も

や

へ

も

セ

も

も

も

評

せ
ね
ば
な
ち

ぬ
、

さ
b
乍
ら
猫
逸

税
制

の
革
命

は

、
消
費
税

の
上
に

ざ
云

は
ん
よ
り

は
寧

ろ
流
通
税
直
接

税
の

.

上

に
現

は
れ
て
來

π
の
で
あ

る
、
稿

を
改

め
て
之
を
論
ず

る
こ
ご

、
す

る
。

論

説

職
時
戦
後
に
於
げ
主
観
逸
税
制
の
製
革
細
論
ヂ
(
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第
十
二
巻
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號

三
七
)
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